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第１章 はじめに 

 

原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、

原子力行政の民主的運営を図るために設置された組織であり、原子力の研究、開発及び利

用に関する事項（安全の確保のための規制の実施に関する事項を除く。）について企画し、

審議し、及び決定する任務があります。この使命を果たす一環として、２００５年１０月には、

数十年間程度の国内外情勢の展望を踏まえ、原子力発電や放射線利用の推進に関して、

今後１０年程度の間に各省庁が推進するべき施策の基本的方向性や、原子力行政に関わ

りの深い地方公共団体や事業者、また、相互理解が必要な国民各層への期待を示した原

子力政策大綱を策定しました。 

 

原子力政策大綱はまず、① 原子力利用の前提である基盤的取組の整備、② 原子力発

電によるエネルギー安定供給と地球温暖化対策に対する一層の貢献、③ 放射線の科学技

術、工業、農業及び医療分野でのより一層広汎な活用、④ これらを一層効果的・効率的な

施策で実現、という４つの基本的目標と、これらの追求を目指すための各政策分野における

取組で共通して重視するべきこととして、「安全の確保」、「多面的・総合的な取組」、「短･

中・長期の取組の並行推進」、「国際協調と協力の重視」及び「評価に基づく取組と国民との

相互理解」の５つを共通理念として示しています。その上で、安全の確保、平和利用の担保、

放射性廃棄物の処理・処分、人材の育成・確保、原子力と国民・地域社会の共生という原子

力の研究、開発及び利用に関する基盤的活動の強化、原子力利用の着実な推進、原子力

研究開発の推進、国際的取組の推進並びに原子力の研究、開発及び利用に関する活動

の評価の充実について、それぞれの政策分野における取組の基本的考え方を示していま

す。 

 

このうち原子力の研究、開発及び利用に関する活動の評価の充実について原子力政策

大綱は、原子力に関する国の施策は公共の福祉の増進の観点から最も効果的で効率的で

あるべきことから、政策評価を政策に関するＰＤＣＡ活動（立案、実施、評価及び改善活動）

の一環に位置付けて、関係機関が施策の計画・実施状況を継続的に評価し、改善に努め、

国民に説明していくことが大切としています。また、この評価に当たっては、原子力の特質を

踏まえ、前述の５つの共通理念にリスク管理の観点も含めて、多面的かつ定量的に評価す

ることが重要としています。さらに、原子力委員会に対しても、関係行政機関の原子力に関

する施策の実施状況を適時適切に把握し、関係行政機関の政策評価の結果とそれに対す

る国民意見も踏まえつつ、自ら定めた政策の妥当性を定期的に評価し、その結果を国民に

説明していくことを求めています。 

 

そこで、原子力委員会は、２００６年４月に政策評価部会を設置し、原子力政策大綱で求
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められている評価を実施することにしました。政策評価部会は、原子力政策を適切な政策分

野に区分して作業を行うこととし、原子力委員会委員長及び委員、政策分野ごとに指名され

た担当の専門委員で構成します。評価に当たっては、その政策分野ごとに関係行政機関等

から取組状況を聴取し、「ご意見を聴く会」を開催して国民からこれに対する御意見を募集し、

参加者から直接御意見を聴取して草案を取りまとめ、これに対して更に国民から御意見を募

集して、最終案を取りまとめることとし、これまでに、２００６年８月に「安全の確保」、２００７年５

月に「平和利用の担保及び核不拡散体制の維持・強化」、２００７年１１月に「原子力と国民・

地域社会の共生」に関してこの作業を実施し、報告書を取りまとめています。なお、原子力

政策大綱に示された一連の政策分野の評価全体が完了した後には、それらの評価結果を

踏まえつつ、原子力政策大綱の改定に向けた検討を行うこととしています。 

 

 本報告書は、政策評価部会が原子力政策大綱 第２章２－３「放射性廃棄物の処理・処

分」に示された基本的考え方に基づく関係行政機関等の取組についてヒアリングを行い、ま

た、国民からの御意見を聴き、その結果を踏まえて政策の妥当性を評価し、今後の関係行

政機関等の施策の進め方に関する提言を取りまとめたもので、４章から構成されています。

序章である本章に続く第２章に「評価作業」、第３章に「議論の整理及び評価」を述べ、第４

章「結論」で今後の進め方に関する提言等を述べています。これらの提言は、原子力政策

大綱の改定に向けた検討の際に、重要な視点として適宜検討に反映されることが期待され

ます。また、付録１には本部会の開催実績、付録２には本部会の委員等名簿、付録３には原

子力政策大綱の放射性廃棄物の処理・処分に係る関連部分抜粋を記載しています。なお、

本報告書を読まれる方の便に供するため、主な用語解説を末尾に添付しました。 
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第２章  評価作業 

 

本部会は、我が国における放射性廃棄物の処理・処分に関する関係行政機関等の取組

について評価する作業を、以下のとおり行いました。 

 

（１）関係行政機関等の取組状況の把握 

関係行政機関等の取組の現状を把握するため、以下のとおりヒアリングを実施しました。 

第２０回政策評価部会：２００８年１月１８日（金） 

内閣府からのヒアリング（原子力政策担当室及び原子力安全委員会） 

経済産業省からのヒアリング（資源エネルギー庁及び原子力安全・保安院） 

文部科学省からのヒアリング  

第２１回政策評価部会：２００８年２月１２日（火） 

原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）からのヒアリング 

電気事業者（電気事業連合会）からのヒアリング 

   第２２回政策評価部会：２００８年３月１９日（水） 

（独）日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）からのヒアリング 

 

（２）「ご意見を聴く会」の開催 

評価に当たって、国民への施策についての説明及び意見聴取を行うため、以下のとおり

「ご意見を聴く会」を開催しました。 

① 開催日時及び場所 

日時：２００８年３月３１日（月）１３：３０～１７：００ 

場所：宮城県仙台市 仙台国際センター 

② プログラム 

ａ） 開催趣旨説明 

ｂ） 第１部 御意見発表者との意見交換等 

・御意見の聴取 

齋藤昭子 (財)みやぎ･環境とくらし･ネットワーク（ＭＥＬＯＮ）事務局長 

新堀雄一 東北大学大学院工学研究科 准教授 

・部会構成員との意見交換 

ｃ） 第２部 会場に参加された方々との意見交換等 

③ 参加者数：９４名（うち、第２部での意見発表者は１０名） 

 

この会及び会に参加募集時に提出された４４件の御意見には、原子力や放射性廃棄物

の処分に係る相互理解活動や情報発信等に関する御意見や御提言等が多くありました。こ

れらを、本部会の審議に反映しました。 
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（３）放射性廃棄物の処理・処分に関する御意見聴取 

 第２３回政策評価部会（２００８年４月１８日（金））において、以下の二人の有識者から御意

見を聴取しました。 

① 崎田裕子 ＮＰＯ法人 持続可能な社会をつくる元気ネット理事長 

② 片山善博 慶應義塾大学法学部 教授 

 

（４）報告書の取りまとめ 

本部会は、関係行政機関等の取組状況の説明と、これらに関する意見交換の要点を整

理し、それらに基づく評価と提言を報告書（案）に取りまとめ、これに対して国民の皆様から

の御意見を踏まえて、この報告書を取りまとめました。 
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第３章  議論の整理及び評価 

  

原子力政策大綱は、第２章２－３「放射性廃棄物の安全で効率的な処理・処分」において 

① 放射性廃棄物は、「発生者責任の原則」、「放射性廃棄物最小化の原則」、「合理的な処

理・処分の原則」及び「国民との相互理解に基づく実施の原則」の下で、適切な区分ごと

に安全に処理・処分することが重要である。 

② 研究開発機関等は、放射性廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術の研究

開発を先進的に進めるべきである。 

③ 発生者等の関係者には新知見や新技術を取り入れて、今後の社会における放射性廃

棄物の処理・処分の範となる安全で効率的な処理・処分を行っていくことを期待する。 

④ 国は、引き続き適切な規制・誘導の措置を講じていくべきである。 

⑤ 発生者等の関係者が処分のための具体的な対応について検討中の放射性廃棄物の処

理・処分については、情報公開と相互理解活動による国民及び地域の理解の下、具体

的な実施計画を速やかに立案、推進していくことが重要である。 

とした上で、①地層処分を行う放射性廃棄物、②管理処分を行う放射性廃棄物、③原子力

施設の廃止措置等の各分野について基本的考え方を示しています。本章では、これらの分

野に係る関係行政機関等の取組状況を把握し、この取組状況並びにこれを踏まえて政策

評価部会及び「ご意見を聴く会」でなされた議論を整理して、それぞれの取組についての評

価を取りまとめます。 

 

 

３．１ 地層処分を行う放射性廃棄物 

３．１．１ 高レベル放射性廃棄物 

３．１．１．１ 全国の地域社会の様々なセクター、地域住民及び電力消費者の理解と協力を

得るための取組の強化 

 

（１） 原子力委員会の基本的考え方 

我が国においても地層処分が可能であるとした旧動力炉・核燃料開発事業団の「高レベ

ル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書－平成３年度－」を踏まえて、原子力委

員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書が、この廃棄物の処分方法としては地層処

分が適切として、処分実施主体の設立、事業資金の確保、処分地選定プロセスを含む諸制

度の整備等を国等に求め、「国は、選定の各段階において、事業計画や選定過程の妥当

性などについて、技術的観点および社会的･経済的観点から確認する。そのさい、公正な第

三者によるレビューの仕組みを考えておく必要がある。」としました。このことを踏まえて、総

合エネルギー調査会原子力部会(当時)がその制度設計を行った結果、特定放射性廃棄物

の最終処分に関する法律（以下「特廃法」という。）が制定され、処分の実施主体として   
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ＮＵＭＯが設置され、このＮＵＭＯが、国の定めた「特定放射性廃棄物の最終処分に関する

基本方針」（以下｢最終処分に関する基本方針｣という。）及び「特定放射性廃棄物の最終処

分に関する計画」（以下「最終処分計画」という。）に基づいて業務を開始し、２００２年１２月

から文献調査の対象となる地区の公募を開始しました。 

しかしながら、２００４年に至るも自治体による応募が行われませんでした。この状況を踏ま

えて、原子力政策大綱においては、 

① 国、電気事業者及びＮＵＭＯは、地方公共団体を始めとする全国地域社会の様々な

セクター及び地域住民はもとより、この処分事業の実施に向けて原子力発電の便益を

受ける電力消費者の理解と協力が得られるように、適切な役割分担と相互連携の下、

創意工夫を行いながら現在の取組を強化するべきである。 

② 国、電気事業者及びＮＵＭＯは、理解と協力を得るための活動の評価を踏まえて新た

な取組を検討するなど、それぞれの責務を十分に果たしていくことが重要である。 

としています。 

また、その後において、東洋町より一旦は応募が行われたにもかかわらず、後になって撤

回されたことを受けて、原子力委員会は、２００７年３月及び６月に、 

①関係者は、処分の安全性や処分施設の立地が国民全体にもたらす利益にかんがみ衡

平を確保する措置に関する考え方及び建設地選定過程とそれに参加する地域の一層

の発展のための支援の在り方について、説明努力を工夫し、強化することが重要であ

る。 

②国、ＮＵＭＯ及び電気事業者等は、基礎自治体や当該基礎自治体の位置する県等の

広域自治体との間で処分施設建設地選定過程についての相互理解を深め、関心を持

つ人々が処分の安全性、公益性及び処分施設の立地が地域にもたらす影響等の利

害得失に関して学習できる環境の整備に協力を求めていくことも重要である。 

③施設を受け入れる自治体の発展のための原資は、国民を代表する国と事業者が負担

するべきである。 

④国、ＮＵＭＯ及びＪＡＥＡは、地層処分方式の安全性に関して国民が学習できる機会を

充実するべきである。 

⑤国及び自治体は、基礎自治体の生活や産業を支える住民等の積極的な参画による勉

強会活動が自治体境界を越えて面的に展開されるための環境を整備するべきである。 

⑥ＮＵＭＯ及び電気事業者は、信頼される情報提供を幅広く行うなど、住民組織との連

携により相互理解活動を効果的に推進していくべきである。 

⑦経済産業省、ＮＵＭＯ及び電気事業者は、処分施設を立地した地域の発展に国民が

関心を有しており、関係者がその取組にパートナーとして参加していく意図を有してい

ることを明らかにしていくことを検討するべきである。 

⑧国は、最終処分に関する基本方針を踏まえて、ＮＵＭＯに対して適切な指導・監督を

行うべきである。 
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との見解を表明して、関係者に引き続きの努力を促してきています。 

 

（２） 関係行政機関等の主な取組状況 

（２）－１ 資源エネルギー庁 

①資源エネルギー庁は、原子力政策大綱を踏まえて原子力立国計画を取りまとめ、そこに

定めたところに従って、高レベル放射性廃棄物の処分事業に関する広く国民各層との相

互理解を深めるための取組として、地域ブロックごとのシンポジウム、広報番組の放映、地

層処分模型展示車の展示等を行ってきました。また、国が前面に立った地元における取

組として、関心を有する地域での住民説明会等を実施しました。さらに、文献調査段階の

交付金の大幅拡充や、地域振興・産業振興の支援等に資する補助金や都道府県向けの

交付金の支援措置を整備しました。 

②しかしながら、東洋町における応募検討状況等を踏まえて、取組の強化の必要性を認識

し、２００７年１１月には、総合資源エネルギー調査会原子力部会放射性廃棄物小委員会

（以下「廃棄物小委」という。）において、①国民全般、都道府県や周辺地域をも対象とし

た相互理解、②公募方式に加え国が前面に立って進める新たな取組、③処分事業と共

生する地域発展の姿の明確な認識④処分事業の安全性に関する概念等の国民への分

かりやすい提示等の課題を洗い出し、処分事業を推進するための取組の強化策を以下

のように取りまとめました。 

a) 処分事業の必要性等に関する国民全般への広報の拡充、処分の安全性や処分施設

の立地候補地選定手続き、地域振興等に関する地域広報の充実 

b) 国が前面に立った取組として、ＮＵＭＯの公募による方法に加え、地域の意向を尊重

した国による文献調査実施の申入れを追加 

c) 都道府県を含めた広域的な地域振興構想の提示 

d) 国民理解に資する研究開発及び国際的連携の推進  等 

③この取りまとめに基づき、２００７年１２月からは、広聴・広報活動として都道府県単位での

説明会（２００７年度は１０回実施）、草の根活動としてのＮＰＯと連携したワークショップの

開催（２００７年度は５回実施）等を実施しています。また、実体験を通じた効果的な相互

理解促進を図るための設備や手法の整備、国際的連携の推進等を実施しています。 

④同時に、特廃法の一部改正に伴う最終処分に関する基本方針の改定において、国及び

研究開発機関の技術開発における連携・協力の明記、国民との相互理解活動における

関係行政機関等の役割分担の明確化等を行いました。 

⑤さらに、最終処分計画の改定において、最新の状況を考慮した最終処分スケジュールの

一部変更（平成４０年代後半の最終処分開始時期は変更せず、精密調査地区選定時期

を平成２０年代中頃に、建設地選定時期を平成４０年前後に見直し）等を行いました。（最

終処分に関する基本方針と共に２００８年３月１４日閣議決定） 
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（２）－２ ＮＵＭＯ 

①処分事業の実施主体であるＮＵＭＯは、応募獲得に向けた取組として、広聴・広報活動、

関心を有する地域での積極的・能動的な理解活動、理解活動強化のための体制整備等

を実施しました。広聴・広報活動としては、テレビＣＭの放映、新聞・雑誌広告の掲載、フ

ォーラム・座談会の開催等を実施しています。 

②また、２００７年には、これまでの活動の評価を踏まえ、相互理解促進に向けた取組を強化

する必要があると認識し、今後は以下の取組を実施することを決定しています。 

a) 草の根的な活動として、市民活動を実施している諸団体及びそのネットワークと連携し

た相互理解促進活動、ワークショップ、諸団体への講師派遣、地方紙と連携した座談

会、ミニフォーラム等を開催する。 

b) 各種媒体を活用した事業内容の訴求として、新聞広告を活用し、海外の現状や安全

の仕組み等具体的な内容について訴求を拡充するとともに、情報の受け手を意識した

各種媒体の活用により情報提供を充実する。 

ｃ） マスメディアへの的確かつ積極的な情報提供として、中央の記者クラブとの意見交換、

地方紙の論説等との座談会等を実施する。 

ｄ） 地域広報の効果的な実施に向けた対応として、分かりやすい広報ツール、ホームペ

ージ上での基礎的な地質情報の提供等を実施する。 

ｅ） 国及び電気事業者との相互連携強化として、電気事業者と連携して日本科学未来館

「地下展」で地層処分事業を紹介するとともに、電気事業者のＰＲ施設での展示の充実

に向けて検討する。さらに、国と連携して国主催の説明会に実施主体として参加する。 

 

（２）－３ 電気事業者 

電気事業者は、２００７年に入って、地層処分に対する理解活動の取組を強化する必

要があることを認識し、最終処分地確保に向けたＮＵＭＯの活動を支援するため、２００７

年９月に電気事業連合会内に「地層処分推進本部」を設置しました。また、新聞、ラジオ

など各種メディアを活用した広報活動の実施を強化する一方、電気事業者のＰＲ施設の

展示の充実に取り組んでいます。 

 

（３） 各機関の取組状況を踏まえた議論 

（３）－１ 相互理解活動について 

① 放射性廃棄物処分を含む原子力の問題は、全国レベルでの取組が必要であり、エネル

ギーの問題は国民一人一人が自分達の問題として考えることができるよう、国が前面に

出て取り組むことが重要である。最近になってそのような取組姿勢が現れてきたが、これ

までの関係者の取組は十分とは言えないのではないか。 

② 広聴・広報活動として様々な取組がなされてきているが、国民には十分に伝わっていな

いのが現状ではないか。エネルギー問題を考えるべき生活者には電気を作ることのリアリ
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ティーが少ないことがその原因の一つであり、その点を踏まえた取組が必要ではないか。

現状では、電気は使うけれども廃棄物処分は別の人が考えるべきこととの認識が強い。

廃棄物は電気を使っている国民が出しているとの意識をもっと強く持っていただけるよう

にするべきである。 

③ 高レベル放射性廃棄物処分事業は、原子力発電と独立しているものではなく、核燃料サ

イクル事業の一部。原子力発電の便益と関連付けてその重要性に関する広聴・広報活

動を行うべきはないか。地球環境問題への貢献なども含めて、国民との相互理解活動に

おいては、原子力のエネルギー利用の全体像を示すことが重要である。国、電気事業者

及びＮＵＭＯは、連携して相互理解活動に取り組んでいるが、その際にエネルギー問題

や地球環境問題における原子力発電の役割と、核燃料サイクルの中で発生する放射性

廃棄物の処分の問題が課題であることについて、国民の理解を得るための取組を更に強

化していくべきではないか。 

④ 原子力政策は、原子力施設を立地していない自治体の国民からは遠い存在。それなの

に、地層処分の意義を急に各自治体で考えていくことには無理がある。関係省庁は連携

して、原子力政策の全体像を全自治体、国民に提示していく必要がある。 

⑤ 発生者責任の原則を踏まえると、電気事業者等は、そのような相互理解促進活動におけ

る協力をもっと強化する必要があるのではないか。 

⑥ ブログやソーシャル・ネットワークが人気を集めている時代なのに、原子力に関する情報

が適切に伝わっているか否かがオンラインでチェックできていないのは重大。国、電気事

業者及びＮＵＭＯは、原子力の問題について国民との相互理解を深めるために、意見

交換の場や対話の場をどのように設け、それをどのように機能させていくのかについて、

現場の課題を把握し、適切な役割分担の下に連携しつつ工夫していくべき。 

⑦ 原子力や放射性廃棄物がどういうものかを含め、大事な情報が国民全体に伝わっていな

い。原子力に関心がない人に伝えるのは大変なことである。原子力委員や原子力の有識

者は、国民に顔が見えるように工夫して、日本が原子力を推進する理由を国民に分かり

やすく説明するような機会を積極的に持つことを心掛け、双方向のコミュニケーションによ

る地道な相互理解活動を全国的に進めていくことが必要である。 

⑧ この部会も１回の「ご意見を聴く会」で終わるのではなく、全国をすべて行脚するような計

画を考えるべきである。また、この部会においては、多くの専門家が集い、有益な議論を

重ねているのだから、原子力委員会のホームページを改善し、インターネットで中継する

など、リアルに情報発信していくべきではないか。 

⑨ 原子力に関しては、中立的な専門家の意見が聴きたいし、推進派と反対派の意見も同様

に聴きたい。 

⑩ 特定の学術的課題に関する専門家を原子力推進派と反対派に分けることには意味がな

い。ただし、政策の選択肢を支配する科学的事実が不確実さを伴う場合には、その大き

さや、不確実な事実認識に基づくリスクやベネフィットの評価結果に関して意見が一致し
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ないことがあるので、国民としては、政策に関する意志決定がそうした不確実さを十分考

慮に入れてなされていることを知りたいということであろう。それは正当な要求と考える。 

⑪ 事業者は、安全性を強調するが、国民や地域住民は施設の持つリスクはどの程度なのか、

リスクはどのように管理されているか、という安全への努力の具体的な内容が知りたいと思

っている。このような情報を発信することにより信頼関係が生まれていくのではないか。 

⑫ 原子力だけでリスクを持ち出すのではなく、社会的選択においてはいつでも選択肢に係

るリスクを定量化して議論の場に出す、つまり、国民とのリスク・コミュニケーションを社会

的意思決定の作法とする仕組みを整備していくことが重要である。リスク・コミュニケーショ

ンを繰り返し行っていくことで、問題意識が掘り下げられ、理解が進むことにつながると考

える。国や事業者は、様々な取組の説明に際してリスク情報を開示し、国民と実質的な意

見交換をしていくことが必要である。 

⑬ 報道等により怖いという印象を受けると、一般に、それからはできるだけ離れたいという思

いが生じる。また、リスクが小さいと説明しても、その小さい理由やそれを受け入れるべき

理由が理解されないと、その説明は受け入れられない（ゼロリスク願望）。原子力は、まさ

にこれらが当てはまる。だから、そういう理解が得られるように対話を重ねていくリスク・コミ

ュニケーションを続けていくべき。なお、我が国ではハザードとリスクが区別されずに語ら

れることもある。ハザードを技術的又は社会的に制御してリスクを最小限に抑制していく

のが安全確保の取組。この取組の全体像を国民に説明していくことが必要である。 

⑭ 国の不作為への国民の不信があるから、国が本当に真剣に責任を果たしていくというメッ

セージが発せられないと、国民は共に考えるということにはならない。その真剣さの表れと

して、処分施設の立地を受け入れる自治体や住民のことを考え、国は、原子力発電所か

らの廃棄物は少しでも減らしていくというメッセージを発していくことが大事である。 

⑮ 高レベル放射性廃棄物の地層処分技術は放射性廃棄物だけでなくダイオキシンなどの

有害物質にも活用できると思われること、処分施設ができれば世界中の人達からその地

域の名前を覚えてもらえるとともに、記録保存の観点から半永久的にその地域の名前が

残ることなど、高レベル放射性廃棄物処分に関するすばらしいことを、国民に丁寧に説明

していくことが重要である。（私は、自分の町がそのようして世界に知られていることは、す

ばらしいことだと思う。） 

⑯ 食料の自給率に話題が集中しているようだが、同時にエネルギー自給率も危機的状況な

のだというアピールがマスコミに登場しない。食料だけでなく、エネルギーにも自給率の

問題があることを強くアピールする必要がある。 

⑰ 原子力に関して新聞やテレビで広告が出ており、原子力はＣＯ２を出さないクリーンなエ

ネルギーでリスクも管理されて安全であることが宣伝されているが、メリットばかり強調され

るとかえってう散臭さを感じてしまう。メリットだけではなく、デメリットも分かりやすく伝えるこ

とが必要である。廃棄物は、どのエネルギー技術を利用しても発生し、きちんと処理され

るべきものであること、原子力ではそのことを踏まえて制度が設計され、電気料金にその
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費用を入れて徴収している現実が共有されていない。 

⑱ 国民が放射性廃棄物処分の安全性や必要性を認識する媒体として、マスコミ（テレビ、新

聞他）との関係にはまだまだ改善できる余地が多分にある。世論の後押しが得られるよう

これらに協力を求める工夫をするべきである。 

⑲ 東洋町が処分地の文献調査に応募した時のように、国民の関心が高レベル放射性廃棄

物処分の問題に向いた機会に、相互理解を促す上でどのような情報を伝えるべきか、ど

のような対話が大切なのか事前に検討しておく必要があるのではないか。 

 

（３）－２ 情報の発信について 

① 国民が、原子力や放射性廃棄物について疑問を持った場合に、どこを調べたり、どこに

聞けばよいのか、分かりにくいのではないか。例えば子供でも、主婦でも、原子力のことを

もっと知りたいと思っても、文部科学省なのか、資源エネルギー庁なのか、どこのだれに

聞いたらよいのか分からない。問い合わせに責任を持って答えてもらえる場所・人が明ら

かであるべきでないか。 

② いや、原子力や放射性廃棄物に関する情報は大量に出ている(出している)が、これが一

方通行であるために、国民は情報を理解し切れていないことに問題があるのではないか。

双方向の情報交流や対話の機会を増やすことが肝心ではないか。 

③ 原子力については、膨大かつ多様な情報が提供されており、それらの関係性が分からな

い。国民がどのように情報を整理して理解したらよいかを考えた「分かっていただける」情

報提供の在り方を工夫していくべき。専門家の説明やマスコミの報道にも工夫の余地が

多い。 

④ 原子力は廃止措置まで含めると非常に高いものになるという意見をよく耳にする。原子力

発電所の廃止措置にかかる費用は既に電気料金に入れて国民に負担していただいてい

ることなどの情報提供が不足しているのではないか。 

⑤ 原子力施設が立地する自治体では、年に数回、水産物や農産物などの生活にかかわる

物質の放射能を測定し、自治体が設置した評価委員会の審議を経て結果をホームペー

ジ等に公表しているが、このような調査がどのように行われているのかやその調査結果な

どの情報については一般市民には十分に知られていない。より分かりやすい公表方法等

を工夫するべきである。住民に安全や安心に係る情報を伝える方法で今までに抜けてい

たもの（チャンネル）を補強することについて検討する必要があるのではないか。 

⑥ 原子力は、他のエネルギーと比べ廃棄物の発生量が非常に少ない。このため、廃棄物を

着実に隔離して、閉じ込め処分ができる。これは原子力エネルギーの一つのメリットとなっ

ている。化石燃料の利用に当たっては、廃棄物であるＣＯ２等を大気に放出してきた。最

近、そのＣＯ２を隔離して閉じ込め処分することが試みられているが、放射性廃棄物の地

層処分に比べて極めて大規模な取組になる。国はこのような環境負荷に関するメリットも

セットでエネルギーを選ぶことを説明していくことが必要である。 
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⑦ 現世代には、将来の世代に放射性廃棄物処分の問題について正しく伝えるという説明

責任がある。教育という観点から、小学生、中学生及び高校生に対して、今の時点から適

切な説明を行っていくことが大変重要である。例えば、中学生や高校生に対して放射性

廃棄物問題に関する作文を募集し、優秀な生徒はフィンランドやフランスの関連施設に

派遣するなど、マスコミも関心を持つような方法を考えるべきではないか。 

 

（３）－３ 公募に応募していただくまでに取組むべきことについて 

①高レベル放射性廃棄物の処分施設の立地候補地は公募方式が採られているが、国民 

はこの処分に対して一般に、漠然とした不安感を持っているので、危険なものは要らない

という結論にしかなり得ない。公募方式とした趣旨が、立地に際して安全性や社会的、経

済的、環境上の影響について地域社会においてしっかり議論をして手を上げて欲しいと

いうことであれば、地方の公民館などで小規模な説明会を開催し、ひざを突合わせて話

す機会を設けるべきである。海外では立地の初期段階において、関心を有する自治体等

が処分施設の受入れに責任を負うことなく、処分施設の安全性や様々な影響、さらには、

お互いに受入れ可能な合意に達するための手順などについて、関係行政機関等と議論

する場が用意されている国もある。我が国においても、地域振興の可能性を含む様々な

関心事について自治体等が処分施設の受入れを前提にしないで話し合うことができる仕

組みについて、検討するべきではないか。 

②火山地帯や過去に大きな地震があった所等、明らかに処分施設の立地候補地になり得 

ない市町村もあるので、まずは立地可能性のある市町村を示し、そのすべての市町村で

そうした説明会を実施して相互理解を深めるべきである。 

③地域振興の可能性を明確に示す観点から、地域共生のプランを複数用意し、関心を有

する地域の人々が判断できるような材料を提供していくことが重要ではないか。 これまで

に用意した地域共生プランについては、具体的な候補地域がない段階では限度があるも

のの、内容を更に充実させるべく取組を強化するべきである。 

④今の時代、人々は地域の持続的発展の可能性を重視している。この施設を立地すること

により、地域の自然や特徴を活かした持続的発展の姿を「地域が誇り得るもの」として「見

える化」することが重要である。⑤処分施設という負のイメージの施設だけを建設しようと

すると、いくら地域振興策を抱き合わせても「負のイメージ」が強く残る。原子力発電所の

ように発電という「生産施設」とのコラボレーションを推進するべきではないか。 

⑤自治体の原子力の分野におけるリテラシーは総じて低いので、自治体において原子力の

分野での知識を持つ人を増やす取組が必要である。また、自治体における放射性廃棄

物問題担当部門を明確にすべきである。 

⑥国や事業者からの情報は、信頼できる情報なのかという不信感を持っている人が多い。

情報発信源の信頼性を保つため、中立なチェック機関が必要ではないか。 

⑦ＮＧＯを含めた各ステークホルダーが参画し、国民や地域住民が信頼できる情報の発信
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源や交流の場となり、そして政策のチェックを行うような第三者機関が必要ではないか。い

や、そういう活動をしたら、もはや第三者ではなくなるのではないか。信頼のメカニズムの

設計ということでは、結局、当事者が信頼されることが大切であり、信頼する側も信頼する

けれども自らチェックを入れる、そのために利害にかかわらない者の意見を聴くということ

ではないか。 

⑧日常で原子力に携わらない人々にとって「放射性廃棄物」という言葉はどことなく陰のある

イメージがあるから、どう考えたらよいかよく分かるように、より一層開かれた情報公開が必

要である。さらに、処分施設が立地する地元の方々に安心していただくため、徹底した情

報公開が不可欠であり、信頼される情報発信源を設ける必要がある。このような仕組みと

して、地元自治体、住民代表及び専門家から成る情報公開組織を設立して施設の立入

調査の権限を付与することが必要ではないか。 

⑨草の根活動では、話し合いの場が批判合戦に終わらないように、話し合いの交通整理を

するファシリテーターが必要である。このファシリテーターのようにコミュニケーションをつな

ぐことができる人材の育成が重要である。 

⑩電気の消費地域の人と原子力施設の立地地域の人とでは、客観的に見て気持ちの持ち

方に大きな差がある。消費地域の人は、原子力の全体像に関して学び、立地地域の人の

気持ちを共有して、他の地域が処分施設の立地候補地に応募することに対して感謝の気

持ちが芽生えるようになるなど、処分施設の立地地域が社会から期待されるようになるよう

な情報交流が必要である。 

⑪処分施設の立地候補地の文献調査で１０億円が出るが、文献調査で不適格となり、処分場

は作らないこととなった場合、その１０億円はどうなるのか。また、仮に１０～３０の市町村が

同時に手を挙げた場合にも、すべての市町村に１０億円を出すようなやり方はやめるべき

である。 

⑫発生者責任の考えで言えば、高レベル放射性廃棄物は、発生者たる電気事業者が自社

の敷地内で管理すべきである。倫理的にも過疎地にお金で処分施設の立地候補地を見

つける方法に国民的な合意が得られるかについては疑問である。 

⑬高レベル放射性廃棄物の処分場は、国民全体に利益のあることであるから、利益の衡平

の観点から立地する場所には相当の利益があっても然るべきである。また、たとえ、文献

調査の段階であっても、調査に手を挙げることを決めた時点で自治体に行政負担が生ず

る現実がある。その先についても発電所のように安全審査が終わるまで、交付金がもらえ

ないようでは応募は不可能だろうから、積極的にお礼はなされるべきではないか。また、

手が挙がらなければ金額を高くするのは、人々がそれでは利益の衡平が担保されていな

いと考えていることに対する対応であって、倫理的に問題があるとは思わない。 

⑭原子力と倫理というテーマで廃棄物の問題については、国際社会の中でも長く議論をし

てきている。安全を確保できることを前提にして公募制を採り、応募者が出るまでお礼を

高くしていくことは既に社会における問題解決の手段として使われている実例もあり、倫
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理に反するとは思わない。倫理とは「生きざま」のことであり、地球温暖化問題と同様に、

問題の顕在化に応じ、対策として採るべき道を人知を尽くして議論していくことが人として

採るべき道ということではないか。 

⑮再処理をするとウランとプルトニウムという使用済燃料中の９割以上の部分を回収すること

で圧倒的に捨てる放射性物質が減るので、これは倫理的にも良いことだと思う。 

⑯原子力施設立地地域の方の生の声を聴くことが国民との相互理解を得ていく上で重要で

あり、立地地域の住民の方々との直接対話の機会を国民に提供することが大切ではない

か。 

⑰フィンランドでは、コンセンサス会議という、一種の公開討論会が開催されており、このよう

な公開討論会を数多く開催してはどうか。 

⑱コンセンサス会議については、フィンランドと日本では、人口を始め状況に大きな違いが

あるので、同じようには開催できないのでないか。 

⑲小中学生は、地球温暖化に強い関心を示しており、原子力発電が必要不可欠と理解して

いるが、高レベル放射性廃棄物に関しては「次世代へのツケ」というようなイメージで捉え

ている。放射性廃棄物の処理・処分の方法の安全性、発生量等の事実について、子供の

教育の場等を通じて教えることが必要である。教科書にも書くべき。また、図書館等の原

子力関係の資料は古いものが多く最新の内容に更新するべきである。 

⑳放射性廃棄物の処分を含め、原子力に関する情報を正しく理解してもらうためには、情報

を受け取る側の基礎的な知識に関する教育が重要である。 

○21 原子力に関する教育は、学校教育だけを取り上げるのではなく、大人、子供、先生、技術

者など、すべての人を対象にいかに統合して教育していくかについて検討する必要があ

るのではないか。 

 

（３）－４ 回収可能性について 

①フランスでは回収可能な処分というようなことを言っているが、参考になることがあるのでは

ないか。 

②最終処分というと受入れに抵抗感が生じるので、時間をかけて信頼を得るために、高レベ

ル放射性廃棄物を段階的な形で処分するという考え方もあるのではないか。余裕深度処

分方式は、放射性廃棄物の処分を段階的に進める上で優先するべき事業ではないか。 

③フランスが言っているのは、処分という行為に至りつくまではいつでも引き返せるということ

であって、処分場を閉鎖後も回収可能であるべしとは言っていない。肝心なことは、処分

場を閉鎖する決定は将来世代に任せるということだ。 

④我が国の現行の高レベル放射性廃棄物処分の考え方は、地下施設を閉鎖する時点でそ

れまでに蓄積したデータ等を基に安全評価の結果が妥当であることを再度確認すること

としており、その妥当性を確認するまでの間は高レベル放射性廃棄物の回収の可能性を

維持することとしている。施設の操業から閉鎖までには５０年以上の長期間を要し、この間
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に相当の技術的データが蓄積されることとなる。また、閉鎖時の安全評価は、現在の技術

ではなく、５０年後以上の将来における最新の技術を用いて行われることとなる。さらに、

閉鎖の段階においては既に次の世代以降になっていることから、閉鎖までの回収の可能

性を維持するということは、将来世代への意思決定の選択肢を残すこととなる。フィンラン

ドやフランスなど諸外国においても、回収可能性等を確保することは処分施設の閉鎖ま

でとしている。このことに関し、国民との相互理解に更に努めるべきではないか。なお、我

が国においては、閉鎖後においても３００年間モニタリングを行うこととしており、この間は

不測の事態に対して遅滞なく行動の検討を開始できる。 

⑤閉鎖時の安全評価の結果を確認するまでの間は回収可能性を維持するという現在の考

え方は、処分地選定に係る社会的な信頼を高める上でも有益な考え方として整理されて

いる。 

⑥段階的処分の考え方は、高レベル放射性廃棄物処分施設の技術的安全の観点からで

はなく、国民への安心の観点から、相互理解を得やすくするための工夫として有用ではと

いうことで言及されている。処分施設の立地候補地選定の取組に係る社会的受容性の向

上の観点から、このことを強調することが有意義であるかどうか、社会学等の関連分野とも

連携した調査・研究を行う必要があるのではないか。 

⑦処分場閉鎖後に回収作業が必要になっても、工学的に不可能なことではないというのが

関係者の暗黙の了解事項と理解したが、社会科学的意義の大小を論じるまでもなく、そ

のことをきちんと課題として取り上げ、研究開発等を進めていくべきなのではないか。 

 

（３）－５ 実施主体の役割について 

①ＮＵＭＯは、実施事業に対する国民との相互理解を得ていく上で活動内容等を強化する

としているが、今日まで応募がない状況の徹底した原因分析を含めて、取組を刷新するこ

とが重要である。 

②相互理解活動の目標をどう設定していくべきかは難しい問題であり、戦略的なビジネスプ

ランの立案が重要となるが、その意味で、ＮＵＭＯの事業に関するステークホルダーであ

る自治体の立場を代表する者を含む第三者的な評価機関が、ＮＵＭＯには必要ではな

いか。 

③処分施設の立地候補地選定プロセスの段階的な進捗に応じて、ＮＵＭＯが地域の理解と

信頼を得ていくことが一層重要となることから、ＮＵＭＯは、関係自治体や地域住民から

の意見を聴取して事業に反映していく地域レベルでの検討・調整の仕組みについて検討

を行うべきではないか。 

④国が前面に出るという方針が示されているが、基本的には電気を起こすという事業を完遂

させるために電気事業者が前面に出て、地元の皆さんを説得することが基本である。また、

説得していくためには、技術的な自信と説得しようする信念が必要である。ＮＵＭＯには、

先頭に立って技術的に人々を説得できるような能力を増やしていく必要があり、技術人材
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の強化を図るべきである。 

 

（３）－６ 国の役割について 

① 放射性廃棄物の処分については、まだまだ全国レベルでの認識に至っておらず、一部

の地域や自治体での議論の域を脱していない。国も前面に立って取り組むとしているが、

動きが鈍い。このような状況を進展させるために、原子力委員会は指導力を発揮すること

が必要である。 

② 「ＮＩＭＢＹ」（必要なことは分かるが、自分の家の裏庭でやるのはやめて欲しい。）という考

え方がまん延しており、放射性廃棄物の処理・処分に関する国民への理解活動について

は、中長期的な課題として国が主体的に取り組む必要がある。また、放射性廃棄物の処

理・処分の候補地になった地方自治体への支援については、国がより踏み込んで関わっ

ていく必要がある。 

③ 処分施設の立地候補地の選定について、自治体を対象に公募方式にしたということは、

民主的な決定をしていきたいという国の思いに基づくということだが、それならその経過を

丁寧に地域住民に示し、信頼関係を得ていくべき。国は、自治体と共同して地域から信

頼を得るよう努めていく責務がある。 

④ 原子力行政の信頼感を得るためには、スピード感、オープンな姿勢、公正さ及び透明性

を基本姿勢として対応していくべきである。 

⑤ 国が前面に立った取組を行うとの強化策が示されているが、それなら、現状の行政機関

の体制を強化する必要があるのではないか、現在の人数で有効な対応が可能と言える

のか。 

⑥ 国の委員会は、具体的な方法について決めるのではなく、選択肢を示してメリット・デメリ

ットを明らかにした上で、国民的な議論を経て決めるべきである。政策決定のプロセスを

オープンにするべきである。 

⑦ エネルギー問題については、原子力を進める選択肢や再生可能エネルギーを進める選

択肢など、様々な選択肢があり得る。国民の前にいろいろな選択肢を出して、その上でコ

ストを計算し、そのデータを開示して、合理的なデータを基に国民が判断できるようにして

きている。また、放射性廃棄物の処分についてもいろいろな方法の中から、これを選ぶこ

とについて国民の意見を聴く作業を行って決めてきた。また、処分施設の立地候補地の

選定については、リスク・コミュニケーション等により相互理解を深めつつ進めることとした

のも、そうした手続きを経た上で、国会で関係の法律を決定いただいて今日に至ってい

るからである。ただ、こうしたことは１０年も経つと忘れられる。だから、今必要なことは、そう

いう経緯を経てこの制度があることや見直しが必要なら見直すことを丁寧に説明していく

ことである。 

⑧ 放射性廃棄物については出てきてから考えるのではなくエネルギー・資源を利用するとき

にセットとして考えるべきであること、全国民の出した放射性廃棄物を安全のため 1 か所
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に集めて捨てるときの負担の公平性を確保する必要があること、放射性廃棄物の処理・

処分は国民と環境の安全を確保する公共事業であることなど、社会がこの課題に関して

前向きに取り組むための精神的バックグラウンドとなるメッセージを、原子力委員会は繰り

返し出していくことが必要である。 

⑨ 第三者的な評価機関は、第三者の位置付けも人選によってどのようにでもなるものである

ので、予算の無駄使いであり、設置すべきではない。 

 

（４） 評価 

①国、ＮＵＭＯ及び電気事業者は、高レベル放射性廃棄物処分施設の立地候補地の文献

調査の公募に対して基礎自治体からの応募を得ることを目標として、地方公共団体を始

めとする全国地域社会の様々なセクター及び地域住民はもとより、原子力発電の便益を

受ける電力消費者の理解と協力を得るための取組を行ってきました。しかし、いまだ、この

文献調査を開始するまでには至っておらず、これまでの取組は十分であったとは言えま

せん。 

②国は、有識者から成る廃棄物小委に、ａ)国民全般、都道府県や周辺地域をも対象とした

相互理解、ｂ)公募方式に加え国が前面に立って進める新たな取組、ｃ)処分事業と共生

する地域発展の姿の明確な認識、ｄ)処分事業の安全性に関する概念等の国民への分か

りやすい提示等の課題に対する対策を諮り、廃棄物小委は、２００７年１１月に具体的な取

組の強化策を取りまとめました。そして、国、ＮＵＭＯ、電気事業者等の関係行政機関等

は、現在、当該強化策に示された考え方に沿って取組の強化を図りつつあります。この取

組の考え方は適切であり、それぞれの取組の目的達成に向けて絶えざる改善を図りつつ、

継続的に実施が図られることを期待します。廃棄物小委は、関係行政機関等の取組に対

する第三者評価機関としての役割を期待されていることを踏まえて、定期的に関係行政

機関等の取組状況に関する的確な評価と評価により明確となった問題点に関する原因

分析を行い、改善を求めていくことが必要です。 

③国は、原子力発電が地球温暖化対策とエネルギー安定供給確保策の有力な一つの手

段であること、原子力発電の利用に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処分は地域

社会の安全性を脅かさないものであること、その処分施設の立地は国民全体に利益をも

たらすものですから、利益の衡平の観点から立地の取組に対して相当の協力が国民から

なされて然るべきであり、文献調査の段階においても相当の行政負担が生じる現実を踏

まえれば、この段階から国民が応分の協力をするのは適切であること等について、国民と

の相互理解を深めていくよう、国民全般を対象とした学習機会や教育の充実、リスク・コミ

ュニケーションを含む双方向の情報交流や放射性廃棄物等に関する情報がどこにあるの

かを示す「情報源」に関する情報の提供の充実、地域を対象とした相互理解活動におけ

る自治体との共同・連携の推進等を確実に実施することが必要です。 

④情報が正しく伝わるためには、情報の受け手が基礎的な知識を有していることが大切です。
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放射性廃棄物の処分について将来の世代に正しく伝える観点から、次世代層への教育

が適切になされることが重要ですので、関係行政機関等は、放射性廃棄物に関する教育

の在り方について引き続き検討し、教育機関に働き掛けていくことが必要です。 

⑤ＮＵＭＯは、処分事業の実施主体として期待される機能・体制の強化に関する具体的な

目標を設定し、計画的に実施していくことが必要です。ＮＵＭＯは、事業の進捗、技術開

発体制の構築、国民との相互理解活動等、実施事業全般に関する評価を行う第三者的

な機関としての評議員会に関し、評価機能の強化等その運用の改善について検討し、実

施することが必要です。 

⑥ 原子力委員会は、基本的な政策の推進について指導力を発揮することが期待されてい

ます。このような政策評価の結果を踏まえるなどして適宜に関係行政機関等に対して適

切な提言を行うとともに、原子力政策に関する相互理解活動の一環として、放射性廃棄

物処分政策等の推進に向けた市民との対話や全国の広域自治体との政策対話の充実

を図ることが必要です。 

⑦ 高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組に関しては、専門家の間に多様な意見があ

り得ます。そこで、これらの見解について公開の席で議論が交わされた上で、様々な決定

がなされていることが大切です。このため、国は、諸決定が公開で行われ、そこで多様な

意見が議論されるように工夫することが必要です。 

⑧ 原子力委員会や関係行政機関等は、政策評価活動の一環として学会等、第三者的で独

立性の高い学術的な機関に対して意見を求めること等によって、これらの機関から高レ

ベル放射性廃棄物の処分に関し、国民や地域住民に対して信頼できる科学的知見に基

づく情報の提供等が行われることが期待されていることから、その実現に向けて検討して

いくことが必要です。 

⑨ 原子力委員会は、高レベル放射性廃棄物処分懇談会の報告書が「国は、選定の各段階

において、事業計画や選定過程の妥当性などについて、技術的な観点及び社会的・経

済的観点から確認する。そのさい、公正な第三者によるレビューの仕組みを考えておく必

要がある。」としたレビューの仕組みについて、これが整っていることが高レベル放射性廃

棄物処分の取組に対する国民からの信頼を得る観点から重要であることにかんがみ、そ

の整備について関係行政機関等の意見も聞きつつ、より具体的な検討を進めていくこと

が必要です。 
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３．１．１．２ 高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る研究開発の推進 

 

（１） 原子力委員会の基本的考え方 

高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る研究開発について、原子力委員会は、原子力

政策大綱において、 

① ＮＵＭＯには、高レベル放射性廃棄物の処分の安全な実施、経済性及び効率性の向

上等を目的とする技術開発を計画的に実施していくことを期待する。 

② 日本原子力研究開発機構を中心とした研究開発機関は、深地層の研究施設等を活用

して、深地層の科学的研究、地層処分技術の信頼性向上や安全評価手法の高度化

等に向けた基盤的な研究開発、安全規制のための研究開発を引き続き着実に進める

べきである。 

と役割分担を示した上で、その進め方について、 

① 国及び研究開発機関等は、全体を俯瞰して総合的、計画的かつ効率的に研究開発を

進められるよう連携・協力するべきである。 

② 研究開発機関等は、研究開発成果、最新の知識基盤を有効に活用し、国及びＮＵＭＯ

が行う住民の理解と認識を得るための活動にも協力していくことが重要である。 

③ 長期的課題として、発生電力量当たりの所要処分規模を小さくできる方法の研究開発

等を、国際共同研究の可能性も追求しつつ着実に進めていくことを期待する。 

としています。なお、研究開発の進捗を踏まえて、国は、安全規制に係る制度等を整備する

必要があるとしています。 

（２） 関係行政機関等の主な取組状況 

（２）－１ 資源エネルギー庁 

資源エネルギー庁は、地層処分を行う放射性廃棄物の処分に関する研究開発全体の効

果的かつ効率的な推進を図ることを目的に「地層処分基盤研究開発調整会議」を設置し、

研究開発の全体マップを作成するとともに、計画書を策定してきています。 

また、地層処分等の安全かつ確実な実施に向けて、高レベル放射性廃棄物の処分技術

の基盤的研究開発を実施しています。 

 

（２）－２ ＮＵＭＯ 

ＮＵＭＯの技術開発の進め方の基本的考え方は、段階的なサイトの選定に応じて、それ

ぞれの段階で必要となる技術を必要となる前に開発することです。具体的には、現在は、 

ａ) 概要調査地区選定に対応：文献調査支援ツールの開発・実証 

ｂ) 精密調査地区選定に対応：概要調査技術に関する整備 

c） 長期事業の推進に対応：低アルカリ性セメントを用いた地下施設施工技術の検討 

に関する研究開発を行っています。 

 これらの技術開発の推進に当たっては、国内外の有識者から成る技術アドバイザリー国内
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委員会及び技術アドバイザリー国際委員会を２００１年６月に設置し、国際委員会からは定

期的に助言を得ています。 

また、技術開発成果は、報告会の開催、技術報告書の作成・公表、学会などで発表して

います。 

 

（２）－３ ＪＡＥＡ 

①ＪＡＥＡは、処分事業と安全規制を支える知識基盤を整備する責任を果たすために、地層

処分研究開発、深地層の科学研究を実施しています。このうち、深地層の研究施設（東

濃地科学センター及び幌延深地層研究センター）における地上からの調査研究段階の

成果については、成果報告書を作成し、報告会を開催しています。また、地下模擬環境

で取得したデータなど、安全評価に必要なデータベースを公開しています。 

②研究成果の普及と国民の理解増進に向けて、以下のような取組を行っています。 

a) 東濃地科学センター、幌延深地層研究センター及び東海研究開発センターにおける

研究施設の公開 

b) 地域や自治体への事業説明会、セミナー、広報誌、新聞広告等による広聴・広報活動 

c) インターネット・ホームページへの研究開発の概要、深地層の研究施設の状況・環境

情報及び学習・体験ツールの掲載 

d) 「地層処分基盤研究開発に関する報告会」、「地層科学研究に関する情報・意見交換

会」、「札幌報告会２００６」及び「幌延フォーラム２００６」による研究開発成果の普及 

③地層処分基盤研究開発調整会議のメンバーとして、国の基盤研究開発の全体計画策定

に参画しています。 

④ＮＵＭＯに対しては、技術者派遣などの技術協力、地層処分シンポジウムへの技術支援

を行っています。さらに、原子力安全委員会に対しては、技術情報提供や審議への参加

を行っています。 

 

（２）－４ 原子力安全委員会 

①原子力安全委員会特定放射性廃棄物処分安全調査会は、以下のような内容の「特定放

射性廃棄物処分に係る安全規制の許認可手続と原子力安全委員会等の関与のあり方に

ついて（中間報告）」を取りまとめました。 

a) 安全規制の許認可の在り方として、事業者は、将来の最新の知見等による処分施設

の変更等を想定した許認可申請等の検討を行うことが重要 

b) 最新の知見を反映させるため、安全規制において最新の知見を反映させる制度の在

り方について、広く総合的に検討することを提言 

c) 原子力安全委員会は、最終処分に関する基本方針や最終処分計画等の策定・改定、

候補地の選定等に際し、必要な関与を果たしていく 

②同調査会は、引き続き、「高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全規制の基本的考え方
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について（第１次報告）」の見直し及び精密調査地区選定段階に考慮すべき環境要件の

策定に向けた調査・審議を行っています。 

 

（２）－５ 原子力安全・保安院 

原子力安全保安院は、２００７年６月に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）を一部改正し、高レベル放射性廃棄物等の最

終処分を「第一種廃棄物埋設」として、当該事業に係る安全規制を導入しました。また、同

法施行令で、廃棄物埋設の事業区分に係る基準等について規定しました。さらに、２００８年

３月には、第一種廃棄物埋設の事業に係る省令を制定しました。 

なお、地層処分の事業許可申請に対して、国が安全審査する際に必要な安全評価手法

及びデータベースを整備するため、（独）原子力安全基盤機構において、以下の安全研究

を実施しています。 

a) 地下水による放射性廃棄物の移行を解析するための評価手法の開発及び実測デー

タによる検証 

b) 地質環境の長期的な変遷を評価する地質情報データの取得及び地質環境モデルの

構築作業 

ｃ） 確率論に基づいた安全評価手法 

 

（３） 各機関の取組状況を踏まえた議論 

（３）－１ 研究開発の効果的で効率的な推進について 

①ＪＡＥＡは、２５年間高レベル放射性廃棄物の研究開発を実施してきており、研究実績が国

際的にも評価されているが、そのことが国内においては理解されていないのではないか 

②安全に関する研究開発は、研究が必要な理由の明確化等初期の段階から十分な透明性

を持つとともに、学会発表等積極的に情報の発信を行いながら進めることが重要である。 

③高レベル放射性廃棄物に関する技術開発は、それぞれの国がそれぞれの事情の中で固

有の技術開発を行っているような印象が強い。もっと国際的に協力できるのではないか。

国際的なコラボレーションの推進や、技術の国際的な選択と集中の可能性などを考える

必要があるのではないか。また、このような国際的な取組が国民に伝われば、国際貢献と

してのメッセージにもなるのではないか。 

④ＪＡＥＡは独自に研究開発施設の公開等を行っているが、国民との相互理解活動を強化

する観点から、国及びＮＵＭＯは、研究開発機関との連携強化を図るべきではないか。 

⑤高レベル放射性廃棄物の技術や概念については普遍性がある面も少なくないので、普

遍的な考え方の共有などの国際的な活動がＯＥＣＤ/ＮＥＡの場で行われている。また、 

ＮＵＭＯ及びＪＡＥＡは、海外の研究機関等と協力協定等を締結し、情報交換や共同研

究等を実施している。それが、国民の目から見えないことに問題があるということか。 

⑥国、研究開発機関及びＮＵＭＯは、地層処分の研究開発において、処分事業の実現を
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目指した実効的で質の高い研究成果を遅滞なく効率的に達成できるよう、高いレベルの

研究開発活動を維持しなければならない。このため、外部者や他分野の技術者による技

術的取組の評価体制を強化してゆく必要があるのではないか。 

⑦研究開発の使命は、最新の知見に照らし、あるいはそれを取り込んで、処分が安全であ

ることに対する確信度を高めることにある。高レベル放射性廃棄物の処分の安全性につ

いては、２０００年に公表された地層処分の技術的信頼性に関する報告書以来、まとまっ

た報告があるのか。１０年一昔と言うし、この１０年間の地球科学の進歩は激しいものがあ

るから、そろそろこれを処分事業の実施主体であるＮＵＭＯが中心となって見直す時期で

はないか。その場合には、学術会議に依頼するとか、関係学会が限定できればそこにお

願いするとか、あるいは国としてＯＥＣＤ／ＮＥＡ(経済協力開発機構/原子力機関)などの

国際機関にお願いするとかして、第三者評価をきちんと受けることが大切である。 

 

（３）－２ ＮＵＭＯの技術的能力の在り方について 

① 処分事業の実施主体の制度設計に当たっては、技術開発資源は研究開発機関に集中

させることとしたが、その後、実際に事業を進めていくには技術的判断を要するし、技術

的説明能力が問われる機会も多いから、実施主体にも技術的能力がある程度必要であ

ることが分かった。そこで、地層処分基盤研究開発調整会議を設置し、研究開発機関と

ＮＵＭＯ等との連携を行うことによりＮＵＭＯの技術的能力の改善を図っている。しかしな

がら、説明責任を果たしていくことがＮＵＭＯに対してより強く求められる機会が増大する

ことを踏まえると、その技術的能力を更に高める必要があるのではないか。 

② ＮＵＭＯは、現在、技術開発等をコンサルタント、メーカー又はゼネコンに発注して実施

しているが、それだけでは国民から信頼されるに足る技術的能力を保有することはできな

いのではないか。ＮＵＭＯが処分事業の実施主体として期待される技術開発能力を発揮

するためには、組織としてチーフ・エンジニアと呼べるような技術的な意志決定と説明責

任を果すことのできる人材を確保することが必要ではないか。 

③ 地層処分技術は、ＮＵＭＯが保有しなければならないが、現在、我が国でその技術を保

有しているのは主にＪＡＥＡである。ＪＡＥＡは、地下研究施設を建設中である。このため、Ｊ

ＡＥＡは、ＮＵＭＯとの間で研究人材交流を行うとともに、ＮＵＭＯの技術者としても活躍

することができる人材の育成にも努めるなど、長期的な人材交流・育成計画を検討し、当

該計画の下に研究開発を行う必要があるのではないか。 

④ 技術を伝え、残していくためには、書類やデータを残すだけではなく、開発に携わった人

材を確保することも重要である。 

⑤ 技術開発を計画的・継続的に実施していく上で、ＮＵＭＯは、必要な技術開発人材を計

画的・継続的に確保するための方策について検討することが必要ではないか。 

 

（３）－３ 関係各機関の役割分担について 
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① 高レベル放射性廃棄物の研究開発における連携・協力の取組においては、誰がリーダ

ーシップをとって行っているのかが関係者共通の認識となっていないことが問題である。

調整のための会議を設けただけでリーダーシップが発揮できるようになるのか、十分に検

討する必要がある。 

② ＮＵＭＯは、地層処分基盤研究開発調整会議にオブザーバーとして参加しているが、オ

ブザーバーとしての立場では、処分施設の建設までに必要とされる技術に係る基盤的な

研究開発への要望についてどの程度具体的に研究開発内容に反映されるのか、また、

研究開発の進捗に伴って行われるべきフィードバックがどの程度なされるのかなど、制度

上不透明な点が多いのではないか。ＮＵＭＯとしても、処分事業に必要となる技術に係る

研究開発が、計画的、効率的に実施されるよう、関係研究開発の実施内容に反映される

べき技術的要求事項等をより一層明確に提示するべきではないか。 

③ 原子力政策大綱では、基盤研究は国等の研究機関で行うこととなっているが、他の機関

で行った研究の成果が処分事業の実施主体に移転することは容易ではないのではない

か。調整のための会議では実際に技術移転が行われるわけではないので、具体的な技

術移転の仕組みを考えていく必要がある。 

④ 研究開発においても、現場の研究開発担当者は、自分の研究データや成果がどのように

役立つのかということを常に意識し、成果を活用する側とインタラクティブに研究開発を進

めていくことが重要ではないか。 

⑤ 高レベル放射性廃棄物の研究開発予算は、不十分なのではないか。いや、中核的な研

究開発機関であるＪＡＥＡは、組織としては文部科学省及び経済産業省の共管となってお

り、予算についても両省を始め、関係機関からの委託費等も受けている。国は、高レベル

放射性廃棄物の研究開発を重視しており、原子力政策大綱の考え方を踏まえ、限られた

予算においても最大限実施していくとしている。 

⑥ 「原子力の重点安全研究計画」については、かなり広範な計画となっているが、研究開発

資源が効率的に配分されているのか疑問である。いや、原子力安全委員会では、「原子

力の重点安全研究計画」に係る研究課題の進捗状況について中間評価等を行っており、

この中で、研究者の数などの研究開発に係る資源の配分についても把握した上で総合

的に評価している。 

⑦ 安全規制のための研究開発においては、海外の安全審査にも通用するように、技術デー

タの取り方等の品質保証に十分留意して行うことが重要である。 

 

（３）－４ その他 

① 製造の観点からのガラス固化体の品質仕様については、事業者において、海外からの

返還固化体貯蔵施設や再処理工場に対する安全規制との関係で検討がなされているが、

処分の観点からの品質仕様については、処分施設に対する安全規制との関係で定める

べきだから、まだ整備されているわけではない。 
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② そのことは理解できないわけではないが、六ヶ所再処理工場でのガラス固化体の製造も

始まるので、事業者においては、そうした仕様の間の関係についてきちんと整理しておい

た方が良いのではないか。 

③ 安全規制においては、高レベル放射性廃棄物の処分に係る安全性とは、廃棄体とバリア

等を組合せた処分施設全体の安全性として確認されるから、このシステムの全体特性に

ついて審査するべき安全規制のためにと言って、このシステムの構成要素の一つである

廃棄体の品質だけを取り出して規制するのは適切ではない。 

④ 処分施設の安全確保において、原子炉の燃料のごとく、処分されるガラス固化体そのも

のの仕様を一つ一つについて具体的に規定するのか否か、処分坑道に定置される廃棄

体の平均的性状を規定するのか否か、処分施設全体の性能のみを規定するのか否か、

多重防護の考え方によっていることを念頭におくとしても、いろいろな考え方があることは

確か。ただ、いずれの方策が選択されるかによって、ガラス固化体に対する性能要求の

在り方が異なってくるので、処分施設に関する安全審査の考え方の基本的事項について

は、そろそろ議論が始められるべき。処分事業の実施主体であるＮＵＭＯや高レベル放

射性廃棄物の製造者である日本原燃（株）などが、例えば安全規制機関との間で安全審

査の基本的考え方や技術的要求の在り方に関して定期的に情報交換を行うことが必要

ではないか。欧米では当然のごとく、取組の初期の段階から関係者が意見交換をしてい

る。 

 

（４） 評価 

①ＮＵＭＯ及びＪＡＥＡを中心とした研究開発機関は、原子力政策大綱の基本的考え方に

沿って、それぞれの役割分担に応じた技術開発や研究開発を国際協力等も行いながら、

計画的に行ってきています。また、国及び研究開発機関等は、地層処分基盤研究開発

調整会議を設置するなど、研究開発のための連携・協力に努めています。これらの取組

が今後、十分な成果を上げるためには、関係行政機関等は、以下の事項を踏まえた取組

の改善に努めていくことが必要です。 

② ＮＵＭＯが今後、処分事業の実施主体として国民の信頼を得ていくためには、技術的能

力を十分に発揮していくことが求められることから、技術開発人材の計画的・継続的な確

保等により技術力の一層の維持・向上に努めることが必要です。 

③ 高レベル放射性廃棄物の処分の安全性についての説明に対する国民の信頼を確保す

ることが最も重要です。このため、処分事業の実施主体としてのＮＵＭＯは、研究開発機

関等との連携の下にリーダーシップを発揮しつつ、２０００年に公表された地層処分の技

術的信頼性に関する報告書以降の地質学、放射化学、地球科学、原子力工学等の科

学技術の著しい進歩を踏まえ、安全な処分の実現可能性に関する技術報告を、学会等、

第三者的で独立性の高い学術的な機関の評価を得て定期的に取りまとめ、この説明が

最新の知見を踏まえているものであるようにすることが必要です。 
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④国、ＮＵＭＯ及び研究開発機関等は、研究開発や技術開発の推進に当たっては、それら

の全体像を示した上での、技術的課題に対する取組の進捗状況や将来の見通し等につ

いて分かりやすく国民へ説明していくことが必要です。また、国及びＮＵＭＯが国民との

相互理解活動等を行う際には、研究開発機関等が有する多様な施設の活用を含め、連

携強化を図ることが重要です。 

⑤国、ＮＵＭＯ及びＪＡＥＡの研究開発等の最高責任者は、技術開発や研究開発の実施に

当たっては、課題や方策の合理性を確保し、適任者のチームが使命感を持ってこれを実

施することが肝心であることを常に想起してリーダーシップを発揮し、なお、その内容に関

して国内外の有識者による評価を受けるなどして、誤り無きを期すべきであり、それが可

能になるように管理や運営の在り方を見直し、絶えざる改善に努めていくことが必要で

す。 

⑥処分事業の実施主体としてのＮＵＭＯは、関係研究開発の実施内容に反映されるべき技

術的要求事項を明確に示していくなど、研究開発機関等との連携・協力においてリーダ

ーシップを発揮できるよう、主体性を持ってより一層の工夫を行っていくことが必要です。 

⑦処分施設の立地候補地選定の各過程に適切に対応できるよう、ＮＵＭＯの技術的能力

の蓄積は重要であり、そのため、研究開発機関からの段階的な技術移転が必要となりま

すが、国、ＮＵＭＯ及び研究開発機関等は、技術移転の適切な仕組みについて具体的

に検討することが必要です。また、ＪＡＥＡは、地層処分技術を適切にＮＵＭＯに移転でき

るよう、実施主体での活躍も念頭においた長期的な人材交流・育成計画の下に研究開発

を行うことが必要です。さらに、処分事業は長期に及ぶことから、ＮＵＭＯは、蓄積した技

術的能力を適切に伝承していくことが重要です。 

⑧国、ＮＵＭＯ及び研究開発機関等は、安全規制のための研究開発における技術データ

の取り方等に関し、国際的な水準での品質保証に十分留意することが必要です。国は、

そのためのガイドラインの策定等環境整備を進めることが重要です。 

⑨ガラス固化体の品質について、製造者に対して発注する際の仕様は、安全確保の観点

から要求される仕様とは一致しないのが、他の様々な分野における実践事例に照らして

も一般的なことですが、このことについては必ずしも周知されていません。関連の事業者

は、安全規制機関との間で安全審査の基本的考え方や技術的要求の在り方について意

見交換を行っていくことが必要です。その結果を踏まえて、関連の事業者及び関係行政

機関は、こうした実践事例の存在やそれぞれの仕様の決定の論理などについて、国民に

分かりやすく説明することが必要です。 
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３．１．２ 長半減期低発熱放射性廃棄物のうち地層処分を行う放射性廃棄物 

 

（１） 原子力委員会の基本的考え方 

原子力委員会は、原子力政策大綱の策定時に、地層処分が想定される長半減期低発熱

放射性廃棄物と高レベル放射性廃棄物を併置処分する可能性が提起されたことを踏まえ、

原子力政策大綱においては、その場合の相互影響等の評価結果を踏まえ、その妥当性を

検討し、その判断を踏まえて、実施主体の在り方や国の関与の在り方等も含めてその実施

に必要な措置について検討を行うべきであるとしました。 

 これを受けて原子力委員会は、長半減期低発熱放射性廃棄物処分技術検討会を設置し

て、この妥当性の評価を実施し、２００６年４月に、併置処分の技術的成立性及び仏国から

返還される長半減期低発熱放射性廃棄物の固化体形態の変更に伴う処分の技術的成立

性があると判断するとともに以下の決定を行いました。 

①所管行政庁は、処分事業の実施主体の在り方及びそれに対する国の関与の在り方等

の検討を進めるべきである。 

②原子力安全委員会及び原子力安全・保安院において、地層処分等に関する安全規制

基準の策定を着実に進めることを期待する。 

③国及び事業者は、具体的な技術基盤整備に向けた技術開発及び技術的知見の蓄積

を継続するべきである。 

④国及び事業者が、処分場の立地に向けて相互理解活動を継続的に行っていくことを

期待する。 

 

（２） 関係行政機関等の主な取組状況 

（２）－１ 資源エネルギー庁 

①廃棄物小委での検討を踏まえ、原子力発電環境整備機構が行う最終処分の対象に長半

減期低発熱放射性廃棄物及び代替取得により返還される高レベル放射性廃棄物を追加

するとともに、地層処分を行う長半減期低発熱放射性廃棄物の処分費用に充てる拠出金

の拠出義務を新たに再処理施設等設置者に義務付けるため、特廃法の一部改正を行い

ました。 

②改正特廃法の施行に向けて、以下の取組を実施しました。 

a) 特廃法の一部改正に伴う関係省令等の整備 

b)最終処分に関する基本方針の改定（地層処分を行う長半減期低発熱性放射性廃棄物

に関する規定、国民全般への理解増進活動の内容、電源三法交付金に基づく地域支

援措置等について明記。） 

c)最終処分計画の改定（地層処分を行う長半減期低発熱性放射性廃棄物の発生量、最

終処分のスケジュール等を改正。） 

d) 地層処分を行う長半減期低発熱放射性廃棄物の最終処分費用及び拠出金単価の算

定 
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（２）－２ 原子力安全・保安院 

①放射性廃棄物安全小委員会のワーキング・グループにおいて、海外再処理に伴う返還低

レベル放射性廃棄物（ＣＳＤ－Ｃ）の安全性について検討を行うとともに、必要な安全規制

として「核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則」の輸入廃棄物

の基準の改正の要否及び廃棄物に係る電気事業者の品質保証について検討を行い、 

２００８年３月に報告書を取りまとめました。これに基づいて当該省令の改正を行いました。 

 

（２）－３ 電気事業者 

①電気事業者は、放射性廃棄物発生者として、研究開発機関、処分実施主体等と連携し、

引き続き、地層処分対象の長半減期低発熱放射性廃棄物の安全かつ合理的な処理等

を目的とした研究開発を実施しています。 

②電気事業者は、英国から返還される高レベル放射性廃棄物のガラス固化体について、 

２００８年度から返還開始に向けて英国と調整しています。 

③電気事業者は、仏国ＡＲＥＶＡ ＮＣから返還される低レベル放射性廃棄物について、  

２０１３年度からの返還開始に向け仏国と調整しています。 

④電気事業者は、仏国から返還される低レベル放射性廃棄物及び六ヶ所再処理施設から

発生するハル等の圧縮体を集中的に貯蔵するための低レベル放射性廃棄物管理施設

増設の基本設計を実施しています。 

 

（３） 各機関の取組状況を踏まえた議論 

① 併置処分については、今後の技術的な研究課題についても示されているので、それに

対する取組を進めるとともに、適宜にその成果を第三者評価を受けて、公表するべきであ

る。 

② 併置処分を含め、地層処分の相互理解活動を強化していく必要があるが、「長半減期低

発熱放射性廃棄物」という名称は覚えにくいことから、放射性廃棄物の名称を国民にとっ

て分かりやすくなるように体系的に検討するべきではないか。 

 

（４） 評価 

①国及び電気事業者は、原子力政策大綱の基本的考え方等に沿って、長半減期低発熱

放射性廃棄物のうち地層処分を行う放射性廃棄物の処分について、所要の検討や制度

整備を行っています。国、ＮＵＭＯ及び研究開発機関は、当該放射性廃棄物の処分の

安全確保の考え方を、技術的課題に対する取組の進捗状況や将来の見通し等について

の説明とともに、国民に分かりやすく伝えていくことが必要です。 

②地層処分を行う長半減期低発熱放射性廃棄物の処分事業の実施主体として新たに認可

されたＮＵＭＯは、高レベル放射性廃棄物の処分と併せて、当該廃棄物の処分に関して

も立地に係る相互理解活動に十分に取り組むことが重要です。 
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３．２ 管理処分を行う放射性廃棄物 

３．２．１ 余裕深度処分に向けた制度整備の検討 

 

（１） 原子力委員会の基本的考え方 

原子力委員会は原子力政策大綱の中で、余裕深度処分方式については事業者が調査・

試験を実施しているので、その結果を踏まえて、事業の実施に向けて速やかに安全規制を

含めた制度の整備を検討するべきである、としています。 

 

（２） 関係行政機関等の主な取組状況 

（２）－１ 原子力安全委員会 

①原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会は、核燃料サイクル施設から発生

する放射性廃棄物の浅地中処分や、原子炉施設及び核燃料サイクル施設から発生する

放射性廃棄物の余裕深度処分の安全審査を可能とするため、「放射性廃棄物埋設施設

の安全審査の基本的考え方」の改訂に係る検討に着手しました。今後、検討するべき課

題を抽出・整理した上で、改定します。 

 

（２）－２ 原子力安全・保安院 

①原子力安全・保安院の総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃棄物安全小

委員会では、国際的な安全基準等との整合性や諸外国の安全規制も参考にし、かつ、原

子力安全委員会の検討動向等も踏まえ、２００８年３月に余裕深度処分を含む第二種廃棄

物埋設の事業に係る省令を改正しました。 

 

（２）－３ 電気事業者 

①電気事業者は、日本原燃（株）と共同し、余裕深度処分施設に係る本格調査結果（２００６

年９月に調査結果公表）及び規制制度の検討状況を踏まえて、引き続き余裕深度処分施

設の設計検討を実施しています。 

 

（３） 各機関の取組状況を踏まえた議論 

① 電気事業者における調査・試験に進捗が見られるとともに、国における安全規制に係る

制度整備のための検討も着実に進められているのではないか。 

 

（４） 評価 

国は、原子力政策大綱の基本的考え方に沿って、余裕深度処分方式の事業の実施に向

けた制度整備の検討を行っています。 
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３．２．２ 研究施設等廃棄物、長半減期低発熱放射性廃棄物及びウラン廃棄物の処分の

実施に向けた取組 

 

（１） 原子力委員会の基本的考え方 

研究施設等廃棄物、長半減期低発熱放射性廃棄物及びウラン廃棄物の処分の実施に

向けた取組について、原子力委員会は、ＲＩを含む放射性廃棄物については、具体的な制

度の施行準備が行われており、また、研究所等廃棄物、長半減期低発熱放射性廃棄物及

びウラン廃棄物については、順次、安全規制の考え方等の検討が行われているので、関係

者は安全規制制度の準備状況を踏まえつつ、処分の実施に向けて取り組むべきであると方

向性を示した上で、その進め方について、 

①国は、研究施設等廃棄物の埋設処分の業務の実施に関して基本方針を定める際には、

最新の技術的知見を最大限に活用して科学的に合理的な方法で実施されるべき旨を

当該基本方針に定めるべきである。 

②国は、原子力機構が研究施設等廃棄物の埋設処分の業務の実施に関する基本方針

に即して作成するその業務の実施計画を認可する際や、原子力機構の業績評価等を

行う際には、その業務が当該基本方針に即して着実に実施されるようにすべきである。 

③国及び原子力機構は、それぞれの役割を踏まえつつ、研究施設等廃棄物の埋設施設

の立地地域の振興に資する方策を検討するべきである。 

としています。 

 

（注）「研究施設等廃棄物」：ＲＩを含む放射性廃棄物及び研究所等廃棄物（以下「RI・研究所

等廃棄物」という。） 

 

（２） 関係行政機関等の主な取組状況 

（２）－１ 原子力安全委員会 

①原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会は、以下のような内容の「研究所か

ら発生する放射性固体廃棄物の浅地中処分の安全規制に関する基本的考え方」につい

て取りまとめ、原子力安全委員会に報告し、原子力安全委員会はこれを了承しました。 

a) 材料等の放射化に起因する核種及び使用済燃料、照射済燃料に起因する核種を含

む放射性廃棄物のうち放射性濃度の低いものは浅地中処分の安全確保及び安全規

制の基本的考え方ができる。 

b) ウラン、プルトニウム等の核燃料物質を含む廃棄物についても、放射能濃度が低く、被

ばく管理を必要としない線量以下であれば、浅地中処分を行うことができる。 

 

（２）－２ 文部科学省 

①文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 原子力分野の研究開発に
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関する委員会では、ＲＩ・研究所等廃棄物の処分事業の実施体制、処分費用の確保方策、

国民の理解促進及び立地地域との共生方策について検討し、報告書「ＲＩ・研究所等廃

棄物（浅地中処分相当）処分の実現に向けた取り組みについて」を取りまとめました。 

②ＪＡＥＡをこの処分の実施主体にするため、平成２０年５月に独立行政法人日本原子力研

究開発機構法の一部を改正しました。 

③ＪＡＥＡにおいてこの処分を実施する費用を確保するため、積立てを行うこととしました。 

 

（２）－３ ＪＡＥＡ 

①研究用原子炉、核燃料使用施設、ＲＩ使用施設等において発生する低レベル放射性廃

棄物を早期に処分することを目指し、この放射性廃棄物をトレンチ処分又はコンクリートピ

ット処分する事業計画を検討しました。 

②これらの廃棄物の処理等の技術として、放射能測定評価技術、廃棄体化処理技術、除染

技術、廃棄物管理技術等の技術開発を実施しています。また、その処分技術として、廃

棄物の物理的・化学的特性の評価、核種移行への影響因子等に関する研究開発を実施

しています。 

 

（３） 各機関の取組状況を踏まえた議論 

① ＪＡＥＡは研究開発機関であることから、自ら及び他の事業者の廃棄物を併せて埋設処分

を実施する際の処分施設の立地などにおいてどの程度の役割が果たせるのか疑問であ

る。RI・研究所等廃棄物の処分施設の立地においても、国が前面に出ることが必要ではな

いか。 

② ＪＡＥＡが、自ら及び他の事業者の廃棄物を合わせて埋設処分を実施するに当たっては、

原子力施設の立地に関する知見を有する機関との情報交換に努め、地域共生を含め、

これまでの取組に関する知見を最大限活用しつつ効果的に進めるべきである。 

③ RI・研究所等廃棄物の処分事業について、電気事業者、研究機関、燃料加工事業者等

の幅広い連携の下に取り組むことにより国民の信頼を得ることが必要ではないか。 

④ ウラン廃棄物の安全規制の整備が遅れているのではないか。 

⑤ ウラン廃棄物の安全規制については、現在、燃料加工事業者や電気事業者、研究開発

機関等の連携の下に、天然起源の核種の取扱いについての議論等を中心に、その技術

的検討が進められています。 

 

（４） 評価 

国は、RI・研究所等廃棄物の処分に関し、ＪＡＥＡが自ら及び他の事業者の廃棄物を併せ

て埋設処分を実施するための制度整備に関して関係者を交えた検討を行い、制度の整備

に向けて取り組んでいます。長半減期低発熱放射性廃棄物及びウラン廃棄物の処分に関

する安全規制の検討も行っています。したがって、今後、原子力政策大綱の基本的考え方

に沿って、国においてこれらの安全規制体系が順次整備されるとともに、関係者において
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RI・研究所等廃棄物の処分の実施に向けた取組が進むことが期待されます。 

 

ＪＡＥＡは、RI・研究所等廃棄物の処分事業実施主体として、研究開発活動とは異なる、処

分施設の立地のための活動を円滑に行っていくために、立地活動に関する実施体制の整

備や知見の蓄積等、今後の取組の強化が必要です。また、国は、高レベル放射性廃棄物

の処分事業と同様に、この処分施設の立地活動において、前面に立った取組を行うことが

必要です。 
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３．２．３ 放射性廃棄物の性状に応じた一元的な処理・処分のための更なる対応策の検討 

 

（１） 原子力委員会の基本的考え方 

 放射性廃棄物の性状に応じた一元的な処理・処分のための更なる対応策について、原子

力委員会は、原子力政策大綱において、放射性廃棄物の処理・処分は、発生者や発生源

によらず放射性廃棄物の性状に応じて一元的になされることが効率的かつ効果的である場

合が少なくないことから、国はこれが可能となるように諸制度を運用するべきであり、必要に

応じて、このための更なる対応策を検討するべきである、としています。 

 

（２） 関係行政機関等の主な取組状況 

（２）－１ 原子力安全委員会 

①原子力安全委員会は、「放射性廃棄物の処分の安全規制における共通的な重要事項に

ついて」を２００４年 6 月にまとめ、シナリオの発生の可能性とその影響を組み合わせたリス

ク論的考え方を放射性廃棄物処分の安全規制に導入する方向で、検討を進めていま

す。 

②原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会は、原子炉施設及び核燃料サイク

ル施設から発生する放射性廃棄物を対象に、トレンチ処分、ピット処分及び余裕深度処

分に関する放射能濃度上限値について取りまとめた「低レベル放射性固体廃棄物の埋

設処分に係る放射能濃度上限値について」を原子力安全委員会に報告し、原子力安全

委員会はこれを了承しました。 

③原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会は、 

a) 放射性廃棄物処分の安全評価において想定するシナリオを、基本シナリオ、変動シナ

リオ、人為・稀頻度事象シナリオの３区分に分類し、それぞれの安全評価を行い、対応

する区分の線量めやす値との比較を行うことが妥当と考えられる。 

b) 判断に用いる線量めやす値は、区分ごとにＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の勧告等

を参考に設定することが適切である。線量の基準を規制の具体的ルールとして定める

に当たっては、新知見を考慮して行うことが適切である。 

とする内容を含む「低レベル放射性廃棄物埋設に関する安全規制の基本的考え方（中間報

告）」を取りまとめ、原子力安全委員会に報告し、原子力安全委員会はこれを了承しました。 

 

（３） 各機関の取組状況を踏まえた議論等 

① 放射性廃棄物の処理・処分の安全確保は、自由競争と利益追求の社会構造の中では、

放っておくと誰もやらないので、問題が出るまで後回しになる。将来を見越してこの問題

に取り組むためには強力な政策的リーダーシップが必要であり、原子力委員会は、長期

的な視野に立ってリーダーシップを発揮するべきである。 

② 放射性廃棄物の処理・処分政策は、発生者、廃棄物、処分方法等ごとにばらばらで、合

理的で整合性のある技術開発や社会との対話がなされていない。すべての放射性廃棄

物の処理と処分を一括して議論し、少なくとも数十年を通して考える「総司令部」としての
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場を原子力委員会の下に設置するべきである。 

③管理処分を行う放射性廃棄物については、これまで発生源別に整理・検討してきており、

異なる法律により規制されている。特に、現在、関係法令の整備が進められている RI・研

究所等廃棄物の処分については、規制における最後の処分の部分が、放射性廃棄物の

性状に応じた一元的、合理的なものとなるよう、原子力委員会は、適切な指導を行うべき

である。 

④放射性廃棄物を発生源別に整理することは、処理・処分の面からは分かりやすい方法で

あり、それに対する行政の取組が必要性の高いところから実施されるのは、費用合理性も

あり、実際的。原子力委員会としては、その際に横断的整合性が失われることは国民の視

点から望ましくないので一元的と言っているのであり、この横断的整合性の確保が国民の

期待に応えるところであることを言い続けていく所存。 

⑤海外における考え方等も踏まえつつ、我が国に適した技術データに基づく検討の努力を

重ねることが重要ではないか。 

 

（４） 評価 

国は、原子力政策大綱の基本的考え方に沿って、放射性廃棄物の性状に応じた一元的な

処理・処分のため、努力していると評価します。しかしながら、このことについて原子力委員会

は絶えず注意喚起を行っていくべきです。特に、RI・研究所等廃棄物の処分については、現

在、関係法令の整備が進められているところですから、放射性廃棄物の性状に応じて一元的

に行うことが可能となるように配慮することが重要です。
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３．３ 原子力施設の廃止措置等 

３．３．１ 地域社会の理解と協力を得た原子力施設の廃止措置の実施 

 

（１） 原子力委員会の基本的考え方 

 地域社会の理解と協力を得た原子力施設の廃止措置について、原子力委員会は、原子

力政策大綱において、 

① 原子力施設の廃止措置は、安全確保を大前提に、その設置者の責任において、改正

された原子炉等規制法に基づいて、国の安全規制の下で、地域社会の理解と協力を

得つつ進めることが重要である。 

② 国、事業者等は、放射能濃度がクリアランスレベル以下のもの（放射性物質として扱う

必要のないもの）の処理・処分又は再利用に当たっては、改正された原子炉等規制法

に基づいて、各々が適切に対応することが重要である。 

③ 試験研究炉の使用済燃料の取扱いについては、個別の状況を踏まえつつ、その取扱

いを、合理性を考慮しつつ検討するべきである。 

としています。 

 

（２） 関係行政機関等の主な取組状況 

（２）－１ 原子力安全・保安院 

①原子力発電所等からの放射性廃棄物の処分について、放射能濃度が放射線障害防止

上の措置を必要としないレベル以下であることを確認した以降は核燃料物質によって汚

染されたものとして取り扱わないとするクリアランス制度を導入するため、原子炉等規制法

及び政省令を改正しました。 

②廃棄物安全小委員会において、原子力施設の運転等に伴い発生する汚染のない廃棄

物の取扱いについて検討がなされ、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄

物」の取扱いに関する報告書」が取りまとめられ、原子力安全・保安院では２００８年５月に

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに関するガイドライン」を制

定しました。 

 

（２）－２ 文部科学省 

①試験研究炉の使用済燃料については、研究開発機関等において米国に返還するなど、

適切に対処されています。 

 

（２）－３ 電気事業者 

①商業炉（日本原子力発電（株）・東海発電所）の廃止措置に着手し、廃止措置計画及び

保安規定を申請し、許可を取得しました。現在、廃止措置工事は、安全着実に実施して

います。 
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②日本原子力発電（株）・東海発電所の廃止措置において、クリアランス金属を原料に用い

た鋳造品（ベンチ、応接テーブル、ブロックなど）を製造し、制度の社会への定着に向け

た取組を実施しています。 

 

（２）－４ ＪＡＥＡ 

①東海研究開発センター、大洗研究開発センター、人形峠環境技術センター、原子炉廃止

措置研究開発センター（ふげん発電所）及び青森研究開発センター（むつ事業所）にお

いて、計画的に原子力施設の廃止措置を実施しています。 

②廃止措置の汎用技術として、コスト低減、廃棄物減量等の観点から、クリアランスレベル検

認評価システムや廃止措置エンジニアリング・システムなどの開発を行っています。また、

個別技術では、ふげん発電所における原子炉本体解体技術（切断工法）や重水トリチウ

ム除去技術、人形峠環境技術センターにおける７フッ化ヨウ素（ＩＦ７）による系統除染技術

や希硫酸による解体後除染技術などの開発を行っています。 

 

（３） 各機関の取組状況を踏まえた議論 

①クリアランス制度については、その内容、必要性、長所などについて十分な理解が得られ

ているとは言えないので、関係の立地地域に対して分かりやすく説明するなど、国民との

相互理解活動の強化を図るべきではないか。 

②クリアランス制度のトレーサビリティについては、電気事業者が自主的にマニフェストを作

成して確保することとしているが、どの程度のトレーサビリティを確保するべきかについて

は、社会的受容の観点をも踏まえつつ、学協会等における幅広い検討が必要ではない

か。 

 

（４） 評価 

事業者等は、原子力政策大綱の基本的考え方に沿って、地域社会の理解と協力を得な

がら原子力施設の廃止措置等を進めています。 

 

クリアランス制度の内容、必要性、長所等に関する国民との相互理解については、まだ十

分であるとは言えないので、事業者等は、引き続き、立地地域を始めとした国民との相互理

解活動の取組に努め、その過程を通じて得られた知見を踏まえて、制度の改良・改善も進

めていくことが重要です。 
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第４章  結論 

 

 本部会は、第３章において示した評価を踏まえれば、放射性廃棄物の処理・処分に関す

る政策が今後十分な成果を上げるためには、関係行政機関等が以下に示す提言を踏まえ

て関連する取組の改善に努めていくことが必要と結論します。 

 

（１） 第３章において示した各分野の取組に対する評価を踏まえて得られる第一の結論は、

国民が廃棄物の発生と処分の必要性を理解し、そしてそれが安全になされるべきことに

ついて学習する機会を充実することが重要だということです。人間活動に伴っては廃棄物

が発生します。人類が持続可能な発展を目指すには、廃棄物の発生量を減ずるために、

人間活動自体を工夫し、従来廃棄していたものを再利用したり、資源としてリサイクルする

こと、いわゆる３Ｒ（Reduce(発生量削減)、Reuse(再使用)及び Recycle(再資源化)）の取組

を実行可能な限り強化していくべきです。しかしながら、それでも廃棄物は発生しますから、

これは持続可能性を損なわないように処分されなければなりません。 

  

原子力活動がもたらす利益を享受する場合も同様です。このためには、この原子力活

動に特徴的な放射性廃棄物を処分する仕組みを整備しなければなりません。この処分を

人類の持続可能性を損なうことなく実施することの重要性を認識して、原子力委員会は、

高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書や原子力政策大綱にその基本的考え方を示

し、関係者は、それに沿って具体的に取り組んでいます。しかしながら、廃棄物の処分施

設は、放射性廃棄物であるとないとを問わず、なお迷惑施設として認識されています。関

係行政機関等は、このための処分施設の立地と運用に当たっては、その計画段階から、

この認識が誤りであると言えるように万全を期すとともに、この処分の必要性や安全性に

ついて国民が学習できる機会や双方向の情報交流の機会等を充実するなどして、相互

理解活動を推進していくべきです。また、情報が正しく伝わるためには、情報の受け手が

基礎的な知識を有していることが大切です。将来の世代に知識を正しく伝える観点から、

次世代層への教育が適切になされるよう、関係行政機関等は、教育機関に働き掛けてい

くべきです。 

 

（２）高レベル放射性廃棄物の処分に関しては、国は、特廃法を制定し、電気事業者は、処

分の実施主体としてＮＵＭＯを設立し、有識者等の意見を踏まえて国が定めた最終処分

に関する基本方針及び最終処分計画に基づいて、このＮＵＭＯが業務を開始し、文献調

査の対象となる地区の公募を開始しました。それにもかかわらず、自治体による応募が行

われていない状況を踏まえて、原子力委員会は、原子力政策大綱において、①国、電気

事業者及び ＮＵＭＯは、地方公共団体を始めとする全国地域社会の様々なセクター及

び地域住民はもとより、原子力発電の便益を受ける電力消費者の理解と協力が得られる
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ように、適切な役割分担と相互連携の下、創意工夫を行いながら現在の取組を強化する

べきである、②国、電気事業者及びＮＵＭＯは、理解と協力を得るための活動の評価を

踏まえて新たな取組を検討するなど、それぞれの責務を十分に果たしていくことが重要で

ある、としました。 

 

さらに、２００７年に至っても成果が得られていない状況を踏まえて、原子力委員会は、

取組の量・質の改善及びその面的展開の推進を提言しました。これに対して、資源エネ

ルギー庁は、有識者等から構成される廃棄物小委において、課題の分析と、それを踏ま

えた取組の強化策の提言を取りまとめるとともに、最終処分に関する基本方針及び最終

処分計画を改定し、直ちに行動を開始しました。このことは適切であると考えるとともに、

特に、最終処分計画の改定において最終処分の開始時期については変更を加えなかっ

たことに示された取組の推進に対する関係者の強い決意が今後の活動に反映され、廃

棄物小委が引き続き、十分な評価・提言機能を発揮していくことを強く期待します。 

 

また、関係行政機関等は、今後の活動の企画・推進に当たっては、次の提言を踏まえ

て取組を改善していくべきです。 

①処分の安全性についての説明に対する国民の信頼を確保することが最も重要です。こ

のため、処分事業の実施主体としてのＮＵＭＯは、研究開発機関等との連携の下にリ

ーダーシップを発揮しつつ、地質学、放射化学、地球科学、原子力工学等の科学技

術の著しい進歩を踏まえ、安全な処分の実現可能性に関する技術報告を、学会等、第

三者的で独立性の高い学術的な機関の評価を得て定期的に取りまとめ、この説明が

最新の知見を踏まえているものであるようにするべきです。また、国、ＮＵＭＯ及び研究

開発機関等は、地層処分に関する研究開発や技術開発の全体像を示した上で、取組

の進捗状況や将来の見通し等について分かりやすく説明していくべきです。国及び 

ＮＵＭＯは、研究開発機関等との一層の連携の下に、研究開発施設を利用した国民と

の相互理解活動等を行うべきです。 

②後世代に影響を及ぼす可能性のある廃棄物の処分について後世代に負担を残さない

ことが我々の責務であるという考え方がある一方で、現世代がすべて今の時点で決定

してしまうのではなく後世代がその世代における諸条件の下で一定の決定をする余地

を残しておく枠組みを設けておくことも重要との考え方もあることを踏まえて、国及び 

ＮＵＭＯは、処分場の閉鎖に至るまでの幾つかの段階を進めるためには、各段階にお

いてその時代の最新の知見等により国が安全の確認を行うものとして設計されているこ

とについて、十分な説明を行うべきです。 

③高レベル放射性廃棄物の処分場の立地は、国民全体に利益をもたらすので、立地に

取り組む地域には利益の衡平の観点から合理的な範囲で、当該地域の持続可能な発

展に資する地域自らが発案する取組に国民が協力していくことについて、関係行政機
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関等は、国民との間で相互理解を深めていくべきです。 

④高レベル放射性廃棄物の処分に関する取組の進め方に関しては、専門家の間に多様

な意見があり得ます。そこで、これらの見解について公開の席で議論が交わされた上

で、様々な決定がなされていることが大切です。このため、国は、諸決定が公開で行わ

れ、そこで多様な意見が議論されるように工夫するべきです。また、原子力委員会や関

係行政機関等は、学会等、第三者的で独立性の高い学術的な機関に対して意見を求

めること等により、国民が信頼できる科学的知見に基づく情報の提供等が行われること

について検討していくべきです。あわせて、原子力委員会は、高レベル放射性廃棄物

処分懇談会の報告書が必要とした、国が実施主体の事業計画等の確認を行う際の第

三者レビューの仕組みに関し、国民の信頼を得ていく観点から、その整備について関

係行政機関等の意見も聞きつつ、具体的検討を進めるべきです。 

⑤ＮＵＭＯには、処分事業の実施主体としての使命感の下、合理的な実施方策を企画・

推進する責任があるので、それにふさわしい人員・組織とその管理・運営が求められま

す。ＮＵＭＯは、使命感と実施方策、人材を得ずして、この事業は推進できないことを

深く認識し、十分な資源を計画的に投入していくべきです。このため、この組織の運営

に関する重要事項を審議する評議員会の評価機能の充実を図るべきです。また、国、

研究開発機関及びＮＵＭＯは、処分事業の実施主体としての技術的能力の蓄積が着

実に行われるよう、研究開発機関からＮＵＭＯへの適切な技術移転の仕組みについて

具体的に検討するべきです。さらに、ＪＡＥＡにおける技術移転を念頭においた長期的

な人材交流やＮＵＭＯにおける適切な技術伝承等の検討もなされるべきです。 

⑥原子力委員会は、高レベル放射性廃棄物の処分に関する基本的考え方を含む原子

力政策を企画・審議・決定する者としての説明責任を果たす観点から、原子力政策に

対する国民の御意見を聴くための会の開催や全国の広域自治体との間で政策対話の

機会等を充実していくべきです。 

 

（３）高レベル放射性廃棄物の安全な処分の実施を国民の理解と協力の下に進めていくた

めには、処分場の立地適地の選定段階から安全規制機関が実施主体の取組をレビュー

するなど適切に関与していくとともに、施設の設置から閉鎖の段階・事業の廃止段階に至

るまでの間の各段階において、安全規制機関がその段階で得られる最新の知見を踏ま

えて安全な処分の実施について規制を的確に行うことが重要です。したがって、安全規

制機関においては、そうしたレビューや規制の実施のための判断能力を適宜に備えるとと

もに、安全審査の際に求められる評価モデルの考え方、入力データの品質保証の在り方

等について、あらかじめ事業者に提示していくべきです。また、関係の事業者及び関係

行政機関は、ガラス固化体の品質に関し製造者への発注仕様と安全確保上の要求仕様

とは異なること等について、国民に分かりやすく説明するべきです。 
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（４）ＮＵＭＯは、新たに認可された地層処分を行う長半減期低発熱放射性廃棄物の処分事

業の実施主体として、高レベル放射性廃棄物の処分と併せて、当該廃棄物の処分に関し、

立地に係る相互理解活動に十分に取り組んでいくべきです。 

 

（５）放射性廃棄物は、発生場所、含まれる放射性核種、性状等、複数の要素の組合せによ

り名称がつけられているため、複雑で分かりにくくなっています。そこで、学会等において、

国民に分かりやすい放射性廃棄物の名称が体系的に検討されることを期待します。 

 

（６）RI・研究所等廃棄物処分施設の立地を進めるに当たり、国は、前面に立った取組を行う

とともに、ＪＡＥＡは、原子力施設の立地に関する知見を有する機関との情報交換に努め、

地域共生を含め、これまでの取組に関する知見や経験を収集し、これらを最大限活用し

つつ効果的に進めるべきです。また、この処分においては、放射性廃棄物の性状に応じ

て一元的に行うことが可能となるように、国は、配慮するべきです。 

 

（７）原子力施設の廃止措置に関しては、事業者等は、先行的な事業であると認識しつつ具

体的な取組を行いながら、低レベル放射性廃棄物のクリアランス制度の内容、必要性、長

所等に関する国民との相互理解活動に努めていくことが期待されます。 

 

原子力委員会には、関係行政機関等がこの提言も踏まえて放射性廃棄物の処理・処分

に関する取組を適切に進めているかどうかについて、確認に努めることを期待します。高レ

ベル放射性廃棄物の処分については、原子力政策の推進上特に重要な課題ですから、原

子力委員会は、関係行政機関等に関連の取組状況について定期的に報告を求め、この提

言を踏まえた取組の改善状況を確認し、状況を踏まえた適切な提言を行っていくべきです。

なお、原子力委員会は、今後２年から３年の間、関係行政機関等が最大限の努力を重ねて

もなお期待される成果が上がる見通しが得られないような場合には、高レベル放射性廃棄

物処分懇談会報告書に立ち返って、再検討することの是非を審議するべきです。 

 

今後、本部会は、エネルギー利用の政策分野の取組について評価を行っていきます。 

 



 - 40 -

（付録１） 政策評価部会の開催実績（放射性廃棄物の処理・処分） 
 

○第２０回政策評価部会〔２００８年１月１８日（金）１０：００～１２：００〕 

      議題： １．放射性廃棄物の処理・処分に関する政策評価の今後の進め方 

２．関係行政機関等からのヒアリング 

（１）内閣府 

（２）経済産業省 

（３）文部科学省 

 

○第２１回政策評価部会〔２００８年２月１２日（火）１５：３０～１７：４６〕 

      議題： １．諸外国の高レベル放射性廃棄物の処分の状況 

２．関係機関等からのヒアリング 

（１）ＮＵＭＯ 

（２）電気事業連合会 

３．「御意見を聴く会」の開催について 

 

○第２２回政策評価部会〔２００８年３月１９日（水）１０：０１～１２：４０〕 

議題： １．ＪＡＥＡからのヒアリング 

２. 質問等に対する回答 

３．ヒアリングを踏まえた議論 

 

○「ご意見を聴く会」〔２００８年３月３１日（月）１３：３０～１７：００〕（於 宮城県仙台市） 

      プログラム： 

開催主旨説明 

第１部：ご意見発表者との意見交換等 

（１）ご意見の聴取 

齋藤昭子 （財）みやぎ・環境とくらし・ネットワーク（ＭＥＬＯＮ）事務局長 

新堀雄一 東北大学大学院工学研究科准教授 

（２）部会構成委員との意見交換 

第２部：会場に参加された方々からのご意見を頂く 

 

参加者数：９４名（うち、第２部での意見発表者は１０名） 

参加募集時に提出された意見数：４４件 

 

○第２３回政策評価部会〔２００８年４月１８日（金）１０：０３～１２：１０〕 

議題： １．放射性廃棄物の処理・処分に関するご意見聴取 

①崎田裕子氏 ＮＰＯ法人持続可能な社会をつくる元気ネット理事長 

②片山善博氏 慶應義塾大学法学部教授 

２．「ご意見を聴く会」開催結果の報告 

３．これまでの政策評価部会等における議論の整理 
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○第２４回政策評価部会〔２００８年６月５日（木）１０：００～１２：００〕 

議題： １．これまでの議論を踏まえた追加説明 

２．「放射性廃棄物の処理・処分」に関する報告書（案）について 
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（付録２） 政策評価部会の委員等名簿 
 

○政策評価部会（放射性廃棄物の処理・処分）構成員 
 
（部会長）近藤 駿介  原子力委員会委員長 

田中 俊一  原子力委員会委員長代理 

松田美夜子  原子力委員会委員 

広瀬 崇子  原子力委員会委員 

伊藤 隆彦  原子力委員会委員 

井川陽次郎  読売新聞東京本社 論説委員 

石榑 顕吉  日本アイソトープ協会 常務理事 

出光 一哉  九州大学大学院工学研究院 教授 

内山 洋司  筑波大学システム情報工学研究科 教授 

河瀬 一治  全国原子力発電所所在市町村協議会 会長 

岸野 順子  サンケイリビング新聞社 営業局マーケティング編集部 部長 

古川 英子  消費科学連合会 企画委員 

長﨑 晋也  東京大学大学院工学系研究科 教授 

堀井 秀之  東京大学大学院工学系研究科 教授 

山口 彰   大阪大学大学院工学研究科 教授 

山名 元   京都大学原子炉実験所 教授 

和気 洋子  慶應義塾大学商学部 教授 

（２００８年６月５日現在） 

 

○政策評価部会において、御意見を伺った有識者 

 

  片山 善博  慶應義塾大学法学部 教授 

  崎田 裕子  ＮＰＯ法人 持続可能な社会をつくる元気ネット 理事長 

（２００８年４月１８日 第２３回政策評価部会） 
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（付録３－１）原子力政策大綱（放射性廃棄物の処理・処分関係部分抜粋） 
 
第１章 原子力の研究、開発及び利用に関する取組における共通理念 

 
１－２．現状認識 

１－２－３ . 放射性廃棄物の処理 ･ 処分 

原子力発電所、核燃料サイクル施設、試験研究炉、加速器並びに放射性

同位元素（ＲＩ）及び核燃料物質を使用する大学、研究所、医療施設等に

おける原子力の研究、開発及び利用には放射性廃棄物の発生が伴う。この

放射性廃棄物を人間の生活環境への影響が有意なものとならないように

処理・処分することは、原子力の研究、開発及び利用に関する活動の一部

であり、必須のものである。 

我が国においては、一部の低レベル放射性廃棄物を除いて、原子力発電

所から発生する多くの低レベル放射性廃棄物の埋設処分事業が実施され

ている。しかし、残りのものについては、その処分方法の検討が関係者の

間で進められている状況にあるので、国と事業者は、国民の原子力に対す

る理解を遅らせひいては原子力の研究、開発及び利用に支障を及ぼすこと

にならないためにも、これらの処分方法を早急に明確にして、その実現に

向けて計画的に取り組むことが重要である。 

使用済燃料の再処理の過程で発生する高レベル放射性廃棄物については、

ガラス固化して地層処分するとの方針が立てられ、当時の動力炉・核燃料

開発事業団（１９９８年１０月、核燃料サイクル開発機構に改組）を中核

として研究開発が進められてきた。原子力委員会は、その成果を踏まえて、

１９９８年５月に「高レベル放射性廃棄物の処分に向けての基本的考え

方」を取りまとめ、核燃料サイクル開発機構は、１９９９年１１月にこれ

までの研究成果を基に「地層処分研究開発第２次取りまとめ」を行った。

国は、これに基づく処分制度の整備に取り組み、２０００年６月に「特定

放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定された。同年１０月に同法

に基づいて処分実施主体である原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）が設

立され、２００２年１２月にはＮＵＭＯが全国市町村を対象に「高レベル

放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域」の公募を開始

している。また、電気事業者等により、高レベル放射性廃棄物の処分費用

の積立ても行われている。 
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１－２－８．電力自由化等の影響 

電気事業者が発電所の建設を決定するに当たっては、経済性、投資リス

ク、環境適合性、電源構成のバランス、地元理解や信頼関係、国のエネル

ギー政策との整合性等を総合的に勘案している。近年、電力自由化に伴い、

法的供給独占による需要確保や総括原価主義によるコスト回収の保証が

なくなり、原子力発電所のような回収に長期を要する大型の投資の判断に

おいて、経済性、投資リスクの比重が以前に比して相対的に上昇している。

このため、電気事業者には、原子力発電所の建設に対して、このような観

点からより慎重な姿勢を示す面があることも見受けられる。そこで、今後

とも原子力発電が競争力を維持していくためには、引き続き、原子力発電

所の建設に係る資本費の低減や建設期間の短縮、技術の信頼性の向上を図

っていくことが重要な課題である。 

他方、核燃料サイクルを構成する使用済燃料の再処理、放射性廃棄物の

処理・処分事業等のうち、高レベル放射性廃棄物の処分事業については、

事業の長期性に鑑み、処分を計画的かつ確実に実施させるため「特定放射

性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づき処分実施主体が設立され、事

業に必要な費用についても安全に積み立てる制度が整備されている。その

他の事業についても、関連施設の廃止措置やその結果発生する廃棄物の処

分が完了するまでの期間が長期間にわたることから、そのための費用が事

業者において安全に確保されていることが必要であり、再処理等について

は経済的措置の制度整備が行われている。 

 

 

第２章 原子力の研究、開発及び利用に関する基盤的活動の強化 

 

２－３．放射性廃棄物の処理・処分 

原子力の便益を享受した現世代は、これに伴い発生した放射性廃棄物の

安全な処理・処分への取組に全力を尽くす責務を、未来世代に対して有し

ている。放射性廃棄物は、「発生者責任の原則」、「放射性廃棄物最小化の

原則」、「合理的な処理・処分の原則」及び「国民との相互理解に基づく実

施の原則」のもとで、その影響が有意ではない水準にまで減少するには超

長期を要するものも含まれるという特徴を踏まえて適切に区分を行い、そ

れぞれの区分毎に安全に処理・処分することが重要である。 

廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術は循環型社会の実現を

目指す我が国社会にとって必須の技術である。このことを踏まえて、研究

開発機関等は、放射性廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術の
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研究開発を先進的に進めるべきであり、発生者等の関係者にはこうして生

まれた新知見や新技術を取り入れて、今後の社会における廃棄物の処理・

処分の範となる安全で効率的な処理・処分を行っていくことを期待する。

国は、このことを促進することも含めて、上記原則等に基づき、引き続き

適切な規制・誘導の措置を講じていくべきである。 

なお、発生者等の関係者が処分のための具体的な対応について検討中の

放射性廃棄物の処理・処分については、情報公開と相互理解活動による国

民及び地域の理解の下、具体的な実施計画を速やかに立案、推進していく

ことが重要である。 

 

２－３－１．地層処分を行う放射性廃棄物 

（１）  高レベル放射性廃棄物 

高レベル放射性廃棄物の地層処分については、「特定放射性廃棄物の最

終処分に関する法律」に基づき、２０３０年代頃の処分場操業開始を目標

として、概要調査地区の選定、精密調査地区の選定及び最終処分施設建設

地の選定という３段階の選定過程を経て最終処分施設が建設される計画

である。地方公共団体がＮＵＭＯによる「高レベル放射性廃棄物の最終処

分施設の設置可能性を調査する区域」の公募に応募する際には、当該地域

において処分場の設置が地域社会にもたらす利害得失や最終処分事業の

重要性についての住民の十分な理解と認識を得ることが重要である。この

ためには、実施主体であるＮＵＭＯだけではなく、国及び電気事業者等も、

適切な役割分担と相互連携の下、地方公共団体をはじめとする全国の地域

社会の様々なセクター及び地域住民はもとより、原子力発電の便益を受け

る電力消費者の理解と協力が得られるように、創意工夫を行いながら、現

在の取組を強化すべきであり、さらに、それら活動の評価を踏まえて新た

な取組を検討するなど、それぞれの責務を十分に果たしていくことが重要

であ る 。  

ま た 、 国 、 研究開発機関及び Ｎ Ｕ Ｍ Ｏ は 、 そ れ ぞ れ の 役割分担 を 踏 ま え

つつ 、 密接 な 連携 の 下 で 、 高 レ ベル 放射性廃棄物 の 地層処分 に 係 る 研究開

発 を 着実 に 進 め て い く こ と を 期待す る 。 Ｎ Ｕ Ｍ Ｏ に は 、 高 レ ベル 放射性廃

棄物 の 最終処分事業 の 安全 な 実施 、 経済性及び効率性 の 向上等 を 目的 と す

る 技術開発 を 計画的 に 実施 し て い く こ と を 期待す る 。 ま た 、 日本原子力研

究開発機構 を 中心 と し た 研究開発機関 は 、 深地層 の 研究施設等 を 活用 し て 、

深地層 の 科学的研究 、 地層処分技術 の 信頼性向上や安全評価手法 の 高度化

等 に 向 け た 基盤的 な 研究開発 、 安全規制 の た め の 研究開発 を 引 き 続 き 着実

に 進 め る べ き で あ る 。  
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こ れ ら の 研究開発成果 に つ い て は 、 海外 の 知見 も 取 り 入れ つつ 、 地層処

分 に 係 る 最新 の 知識基盤 と し て 整備 ・ 維持 さ れ 、 Ｎ Ｕ Ｍ Ｏ の 最終処分事業

や国 の 安全規制 に お い て 有効 に 活用 さ れ る こ と が 重要 で あ る 。 こ の た め 、

国及び研究開発機関等 は 、 全体 を 俯瞰 し て 総合的 、 計画的 か つ効率的 に 進

め ら れ る よ う 連携 ・ 協力す る べ き で あ る 。 ま た 、 研究開発機関等 は 、 国及

び Ｎ Ｕ Ｍ Ｏ が 行 う 住 民 の 理 解 と 認 識 を 得 る た め の 活 動 に も 協 力 し て い く

こ と が 重要 で あ る 。 さ ら に 、 国 は 、 こ う し た 研究開発 の 進捗 を 踏 ま え て 、

安全規制 に 係 る 制度等 を 整備す る 必要 が あ る 。  

 

（ ２ ）  超 ウ ラ ン 核種 を 含む放射性廃棄物 の う ち 地層処分 を 行 う 放射性廃

棄物 

低 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 の う ち 超 ウ ラ ン 核 種 を 含 む 放 射 性 廃 棄 物 （ 以 下

「 Ｔ Ｒ Ｕ 廃棄物 」 と い う 。） の 中 に は 地層処分 が 想定 さ れ る も の が あ る 。

地 層 処 分 が想 定 されるＴＲＵ廃 棄 物 を高 レベル放 射 性 廃 棄 物 と併 置 処 分

す る こ と が 可能 で あ れ ば 、 処分場数 を 減 じ る こ と が で き 、 ひ い て は 経済性

が 向上す る こ と が 見込 ま れ る 。 こ の た め 、 国 は 、 事業者 に よ る 地層処分 が

想 定 さ れ る Ｔ Ｒ Ｕ 廃 棄 物 と 高 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 を 併 置 処 分 す る 場 合 の

相互影響等 の 評価結果 を 踏 ま え 、 そ の 妥当性 を 検討 し 、 そ の 判断 を 踏 ま え

て 、 実施主体 の あ り 方や国 の 関与 の あ り 方等 も 含 め て そ の 実施 に 必要 な 措

置 に つ い て 検討 を 行 う べ き で あ る ( 注 １ ) 。  

ま た 、 海外再処理 に 伴 う 低 レ ベル 放射性廃棄物 は 、 今後 、 仏国及び英国

の 事業者 か ら 順次返還 さ れ る こ と に な っ て い る 。 こ の う ち 、 仏国 の 事業者

か ら は 、 地層処分 が 想定 さ れ る 低 レ ベル 放射性廃棄物 の う ち 、 低 レ ベル 廃

液 の 固 化 方 法 を ア ス フ ァ ル ト 固 化 か ら ガ ラ ス 固 化 へ 変 え る こ と が 提 案 さ

れ て い る 。 英国 の 事業者 か ら は 、 低 レ ベル 放射性廃棄物 の う ち 、 地層処分

が 想 定 さ れ る セ メ ン ト 固 化 体 と 管 理 処 分 が 適 当 と さ れ る 雑 固 体 廃 棄 物 と

を そ れ ら と 放射線影響 が 等価 な 高 レ ベル 放射性廃棄物 （ ガ ラ ス 固化体 ） に

交換 し て 返還す る こ と が 提案 さ れ て い る 。 こ れ ら の 提案 に は 、 国内 に 返還

さ れ る 廃棄物量 が 低減 し 、 そ れ に 伴 い 輸送回数 が 低減す る こ と 及び海外 か

ら 返 還 さ れ る 低 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 の 最 終 処 分 ま で の 我 が 国 に お け る 貯

蔵管理施設 の 規模 が 縮小 で き る 等 の 効果 が 見込 ま れ る 。 こ の た め 、 国 は 、

事業者 の 検討結果 を 受 け 、 仏国提案 の 新固化方式 に よ る 廃棄体 の 処理処分

に 関す る 技術的妥当性 ( 注 １ ) や 、 英国提案 の 廃棄体 を 交換す る 指標 の 妥

当性等 を 評価 し 、 こ れ ら の 提案 が 受 け 入れ ら れ る 場合 に は 、 そ の た め の 制

度面 の 検討等 を 速や か に 行 う べ き で あ る 。  
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２ － ３ － ２ ． 管理処分 を 行 う 放射性廃棄物 

管理処分 の 方式 に は 、 浅地中 ト レ ン チ 処分 、 浅地中 ピ ッ ト 処分 、 余裕深

度処分 が あ る 。 原子炉施設 か ら 発生す る 低 レ ベル 放射性廃棄物 に つ い て 、

浅 地 中 ピ ッ ト 処 分 の 対 象 と な る も の に つ い て は 既 に 処 分 が 実 施 さ れ て い

る 。 浅地中 ト レ ン チ 処分 の 対象 と な る も の に つ い て は 一部 の 処分 が 実施 さ

れ て お り 、 残 り に つ い て も 安全規制 の 制度整備 が 行 わ れ つつ あ る 。 余裕深

度処分方式 に つ い て は 事業者 が 調査 ・ 試験 を 実施 し て い る の で 、 そ の 結果

を 踏 ま え て 、 事業 の 実施 に 向 け て 速や か に 安全規制 を 含 め た 制度 の 整備 を

検 討 す る べ き で あ る 。 Ｒ Ｉ を 含 む 放 射 性 廃 棄 物 に つ い て は 、 改 正 さ れ た 「 放

射性同位元素等 に よ る 放射線障害 の 防止 に 関す る 法律 」 に 基づ い て 、 具体

的 な 制度 の 施行準備 が 行 わ れ て い る 。 ま た 、 研究所等廃棄物 、 Ｔ Ｒ Ｕ 廃棄

物及び ウ ラ ン 廃棄物 に つ い て は 、 順次 、 安全規制 の 考 え 方等 の 検討 が 行 わ

れ て い る の で 、 関係者 は 安全規制制度 の 準備状況 を 踏 ま え つつ 、 処分 の 実

施 に 向 け て 取 り 組むべ き で あ る 。  

な お 、 放射性廃棄物 の 処理 ・ 処分 は 、 発生者や発生源 に よ ら ず放射性廃

棄 物 の 性 状 に 応 じ て 一 元 的 に な さ れ る こ と が 効 率 的 か つ 効 果 的 で あ る 場

合 が 少 な く な い こ と か ら 、 国 は こ れ が 可能 と な る よ う に 諸制度 を 運用すべ

き で あ り 、 必要 に 応 じ て 、 こ の た め の 更 な る 対応策 を 検討すべ き で あ る 。  

 

２ － ３ － ３ ． 原子力施設 の 廃止措置等 

商業用発電炉 、 試験研究炉 、 核燃料 サ イ ク ル 施設等 の 原子力施設 の 廃止

措置 は 、 安全確保 を 大前提 に 、 そ の 設置者 の 責任 に お い て 、 改正 さ れ た 原

子炉等規制法等 に 基づ い て 、 国 の 安全規制 の 下 で 、 地域社会 の 理解 と 協力

を 得つつ進 め る こ と が 重要 で あ る 。  

原 子 力 施 設 の 廃 止 措 置 か ら 生 じ る 放 射 性 物 質 と し て 扱 う 必 要 の な い 資

材 を 再利用す る こ と は 、 資源 を 有効活用す る 循環型社会 の 考 え 方 に も 整合

す る の で 、 合理的 で あ る 。 国 、 事業者等 は 、 放射能濃度 が ク リ ア ラ ン ス レ

ベル 以下 の も の （ 放射性物質 と し て 扱 う 必要 の な い も の ） の 処理 ・ 処分又

は 再利用 に 当 た っ て は 、 改正 さ れ た 原子炉等規制法 に 基づ い て 、 各々 が 適

切 に 対応す る こ と が 重要 で あ る 。  

な お 、 試験研究炉 の 使用済燃料 の 取扱 い に つ い て は 、 個別 の 状況 を 踏 ま

え つつ 、 そ の 取扱 い を 、 合理性 を 考慮 し つつ検討すべ き で あ る 。  

 

( 注 １ ） 原 子 力 委 員 会 長 半 減 期 低 発 熱 放 射 性 廃 棄 物 処 分 技 術 検 討 会 に お

い て 検 討 し 、 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ ８ 日 に 報 告 書 を 取 り ま と め た 。 
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（付 録 ３－２） 原 子 力 政 策 大 綱 （評 価 の充 実  関 係 部 分 抜 粋 ）  
 

第６章 原子力の研究、開発及び利用に関する活動の評価の充実 

原子力の研究、開発及び利用の基本的目標を達成するために国が行う施

策は、公共の福祉の増進の観点から最も効果的で効率的でなければならな

い。しかし、グローバル化、巨大化、複雑化していく環境の中で、不確実

な未来に向けて長期的視点に立ってなされるべきこの施策の企画・推進を

そのように行い、それについて国民の理解を得ていくのは容易なことでは

ない。そこで、国は、法律で定められている政策評価を政策に関する立案、

実施、評価及び改善活動（ＰＤＣＡ活動）の一環に位置付けて、原子力に

関する施策を継続的に評価し、改善に努め、国民に説明していくことが大

切である。その際には、原子力に関する施策は、総合的推進を要し、長期

にわたるもので、不確実性を積極的に管理しつつ安全の確保を大前提とし

て推進されなければならないことから、多面的かつ定量的な評価を行うこ

とが重要である。また、研究開発の評価においては、その計画や成果がも

たらす可能性のある公益の大きさと所要費用とを、科学技術的な観点だけ

でなく、経済社会の発展や環境保全に対する意義についても考察して評価

し、結果を実施計画に反映するべきである。 

また、独立行政法人の行う研究開発については、自律的運営が行われる

ことを踏まえ、独立行政法人通則法などに基づき国が適宜適切に評価を行

うべきであり、その際には上記の考え方を踏まえるべきである。特に、大

規模な投資を行う研究開発は、段階的に推進されるべきであり、段階を進

めるに当たっては必ず国が上記の考え方を踏まえた評価を実施すべきで

ある。 

原子力委員会は、関係行政機関の原子力に関する施策の実施状況を適時

適切に把握し、関係行政機関の政策評価の結果とそれに対する国民意見も

踏まえつつ、自ら定めた今後１０年程度の期間を一つの目安とする原子力

の研究、開発及び利用に関する政策の妥当性を定期的に評価し、その結果

を国民に説明していくこととする。 

民間においても、経営上の想定外事象の発生に伴う損失を最小化するた

めに事業リスク管理等が行われているが、原子力利用に関する事業の公益

性に鑑み、その安定的運営を確実にして国民の信頼を確保しつつ健全な効

率性を追及する観点から、安全の確保に関わるものも含めて事業リスク管

理を的確に実施するための評価活動を充実することを期待する。特に、安

全文化を含む優れた組織文化の形成活動や国民との相互理解活動のあり

方については、外部評価も含めて適宜に適切な評価を行って継続的に改

良・改善していくことを期待する。 
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（付録４）原子力政策大綱を補足する原子力委員会決定及び見解 

 

長半減期低発熱放射性廃棄物の地層処分－高レベル放射性廃棄物 

との併置処分等の技術的妥当性－について 

 

平成１８年４月１８日 

原子力委員会決定 

 

１．当委員会は、長半減期低発熱放射性廃棄物処分技術検討会（以下、

「検討会」）から、「長半減期低発熱放射性廃棄物の地層処分の基本的

考え方－高レベル放射性廃棄物との併置処分等の技術的成立性－」と題

する報告書をもって、「地層処分を行う長半減期低発熱放射性廃棄物と

高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）との併置処分の技術的成立性」

及び「仏国から返還される長半減期低発熱放射性廃棄物の固化体形態の

変更（低レベル放射性廃棄物ガラス固化体）に伴う処分の技術的成立

性」に関する検討結果の最終報告を受けました。長半減期低発熱放射性

廃棄物の処分に関しては、平成１２年に当委員会が「超ウラン核種を含

む放射性廃棄物の処理処分の基本的考え方」において処分の実施に向け

て検討を深めるべき技術開発課題を示し、旧核燃料サイクル開発機構と

電気事業者がそれを受けて調査研究した結果を平成１７年に「ＴＲＵ廃

棄物処分技術検討書－第２次ＴＲＵ廃棄物処分研究開発取りまとめ－」

として取りまとめました。検討会はここに示されている技術的知見等を

踏まえて検討を行い、平成 18 年２月 28 日に当委員会に対して検討結

果の報告を行いました。当委員会はこの報告に対して国民の方々から広

く意見を募集し、その結果頂いた意見のうち、最終報告を取りまとめる

にあたって検討会が考慮すべきと判断された意見を検討会に示しました。

検討会の最終報告はこの意見も考慮して取りまとめられたものであり、

上記の２つの処分の技術的成立性があると判断するとともに、長半減期

低発熱放射性廃棄物の処分事業の実施に向けて今後取り組むべき課題も

示しているものです。 

当委員会は、この最終報告は適切な検討手続きを経て得られたもので

あると判断し、これを踏まえて、上記の意見公募で頂いた意見のうち、

当委員会が対

応するべきと判断された意見も考慮しつつ今後の取組のあり方について検討

を行った結果、次のように考えます。 

 

（１）これらの処分方策を長半減期低発熱放射性廃棄物の地層処分の処

分方策の選択肢とすることは適切である。 
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（２）これまでの技術的知見の蓄積を踏まえて、所管行政庁においてこ

の廃棄物の処分事業の実施主体のあり方及びそれに対する国の関与

のあり方等の検討が進められるべきである。また原子力安全委員会

及び原子力安全・保安院において地層処分等に関する安全規制基準

の策定が着実に進められることを期待する。 

（３）国、事業者は、これらの方策によることを含む長半減期低発熱放

射性廃棄物の処分事業の実施に向けて、具体的な技術基盤整備に向

けた技術開発及び技術的知見の蓄積を今後とも継続するべきである。 

 

 

２．国、事業者等には、上記の制度の整備に伴って長半減期低発熱放射性廃棄 

物の処分事業が速やかに実施できるよう、長半減期低発熱放射性廃棄物

に関す

る研究成果やその処分のための安全確保に関する取組等について国民に説明

し意見交換を行うなど、その処分場の立地に向けて相互理解活動を継続

的に行っていくことを期待します。 

 

３．当委員会は、上記に示した取組が的確に進められることが重要である 

 と考えており、その実施状況につき関係者から適宜適切に報告を受ける 

 こととします。 

 

 



 - 51 -

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に係る取組について 

 

平成１９年３月１３日 

原 子 力 委 員 会 

 

１．原子力委員会は、原子力政策大綱（平成１７年１０月１１日原子力 

委員会決定）において、地層処分を行う放射性廃棄物に関し、地層処分 

の安全規制に係る制度の整備や、長半減期低発熱放射性廃棄物（ＴＲＵ

廃棄物）の高レベル放射性廃棄物との併置処分の実施に必要な措置の検

討等が必要であるとしました。今般、国会に提出する旨の閣議決定がな

された特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する

法律案は、長半減期低発熱放射性廃棄物を地層処分の対象として法律上

位置付け、処分の実施主体を原子力発電環境整備機構（以下「ＮＵＭＯ」

という。）とするとともに、処分費用の確保に必要な制度や地層処分の

安全規制に係る制度の整備を行うなど、原子力政策大綱に示した基本方

針に沿って必要な措置を講じようとするものであり、適切な内容である

と判断します。 

 

２．これまで、高レベル放射性廃棄物の地層処分については、この処分 

 が我が国においても安全に実施可能であるとの評価（平成１２年１０月 

１１日、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会報告書）がなさ

れ、これを実施するための関係法令が整備され、処分事業の実施主体と

してＮＵＭＯが設立され、現在、３段階の過程からなる処分施設建設地

の選定活動が始められています。この活動に係る最近の状況等を踏まえ、

原子力委員会は、国、ＮＵＭＯ及び電気事業者等が原子力政策大綱に示

した基本方針に沿ってこの活動を引き続き進めていくに当たっては、特

に以下のことに配慮することが重要であると考えます。 

 

（１）処分施設建設地選定制度に関する積極的説明 

高レベル放射性廃棄物の処分は、原子力発電の利益を享受してい

る現世代の責任に属する問題ですが、この３段階の処分施設建設地

選定過程を経て実際に処分を開始できるまでには約３０年を要しま

すから、関係者はこの選定段階を確実に前進させていく必要があり

ます。このため、この処分の安全性や、処分施設の立地が国民全体

にもたらす利益にかんがみ衡平を確保する措置に関する考え方、さ

らには、その建設地選定過程とそれに参加する地域の一層の発展の
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ための支援の在り方について、全国民の理解を獲得することを目指

し、説明努力を工夫し、強化することが重要です。 

 

（２）相互理解を深めるための学習環境の整備 

処分施設建設地選定過程が進むためには、関心を持つ人々の身近

にこの処分の安全性、公益性及び処分施設の立地が地域にもたらす

影響等の利害得失に関して学習できる環境が整備されていることが

重要です。このためには、こうした人々と国、 NUMO 及び電気事業

者等とが直接対話を重ねることができることが重要ですが、併せて、

こうした人々が居住する基礎自治体や当該基礎自治体の位置する県

等の広域自治体との間でこの処分施設建設地選定過程についての相

互理解を深め、そうした学習環境の整備に協力を求めていくことも

重要です。 

高レベル放射性廃棄物の地層処分施設の立地は、全国民に利益を

もたらすものですから、衡平を確保するとの観点から、その施設の

受入れはその自治体の発展につながるべきであり、そのための原資

は利益を享受する国民を代表する国と事業者が負担するべきです。 

原子力委員会は、地域の将来の発展の在り方を考える少なからぬ自

治体において、その実現に向けてこの施設の受入れを活用すること

の是非を検討していただけることを、そして、その検討の際には、

前述の安全性、公益性及び処分施設の立地地域にもたらす影響等に

係る情報を共有して議論が行われることを心から希望します。 

 

（３）国、研究開発機関及びＮＵＭＯの役割分担を踏まえた連携・協力 

ＮＵＭＯは、処分施設建設地の選定活動と並行して、この処分事

業の安全な実施、経済性及び効率性の向上等を目的とする技術開発

を計画的に実施していくことも重要です。また、独立行政法人日本

原子力研究開発機構を中心とした研究開発機関は、深地層の研究施

設等を活用して、深 地 層 の 科 学 的 研 究 、 地 層 処 分 技 術 の 信 頼 性 向 上

や 安 全 評 価 手 法 の 高 度 化 等 に 向 け た 基 盤 的 な 研 究 開 発 、 安 全 規 制 の

た め の 研 究 開 発 を 引 き 続 き 着 実 に 進 め る べ き で す 。  

さ ら に 、 長 期 に わ た っ て 原 子 力 利 用 を 進 め て い く に は 、 処 分 施 設

を 数 十 年 間 隔 で 継 続 的 に 開 設 す る 必 要 が あ り ま す の で 、 研 究 開 発 機

関 に あ っ て は 、 「 高 速 増 殖 炉 サ イ ク ル 技 術 の 今 後 １ ０ 年 程 度 の 間 に お

け る 研 究 開 発 に 関 す る 基 本 方 針 」 （ 平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日 付 け 、 原

子 力 委 員 会 決 定 ） に お い て 示 し た よ う に 、 発 生 電 力 量 当 た り の 所 要
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処 分 場 規 模 を 小 さ く で き る 方 法 の 研 究 開 発 等 を 、 国 際 共 同 研 究 の 可

能 性 も 探 求 し つ つ 着 実 に 進 め て い く こ と を 期 待 し ま す 。  

そ し て 、 こ れ ら の 成 果 が 各 方 面 で 有 効 に 活 用 さ れ る よ う に 、 国 、

研 究 開 発 機 関 及 び Ｎ Ｕ Ｍ Ｏ は 、 よ り 一 層 の 連 携 ・ 協 力 の 下 に 、 全 体

を 俯 瞰 し て 、 こ れ ら の 総 合 的 、 計 画 的 か つ 効 率 的 な 推 進 に 努 め て い

く こ と が 重 要 で す 。  

 

                              以 上 
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高レベル放射性廃棄物の地層処分実施に向けての取組を強化するために 

 

平成１９年６月１２日 

原 子 力 委 員 会 

 

原子力委員会は、今般、経済産業省より、特定放射性廃棄物の最終処

分に関する法律等の一部を改正する法律が成立したので、原子力政策大

綱において取り組むことが適切とされた超ウラン核種を含む放射性廃棄

物のうち地層処分を行う放射性廃棄物及び海外から返還される放射性廃

棄物の取扱いに関連する制度の具体化と併せて高レベル放射性廃棄物の

処分施設建設地の選定活動への取組強化に向けた検討を有識者の知見を

得つつ行うとの報告を受けました。 

原子力委員会は、後者の検討に当たっては、本委員会が３月１３日に 

公表した見解で特に配慮するべきとした事項を踏まえ、以下の点にも留 

意すべきと考えます。 

 

（１）地層処分方式の安全に関する国民の学習機会の充実 

地層処分の対象となる高レベル放射性廃棄物のガラス固化体が既に

国内において安全に貯蔵されていることや、独立行政法人日本原子力

研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」という 。） 及び原子力発電環境整備 

機構（以下「ＮＵＭＯ」という。）が欧米の専門機関とも協力して行っ 

ているこの処分を安全に実施するための技術やその安全評価について

の研究開発の成果などについて、国民が学習できる機会が極めて不足

しています。国、ＮＵＭＯ及びＪＡＥＡは、こうした研究開発成果の

最も重要な利害関係者は国民であることを強く認識して、この状況を

抜本的に改善し、この処分方式の安全に関して国民が学習できる機会

を充実するべきです。 

 

（２）地域及び地域を越えた相互理解促進策 

ある自治体が処分施設建設地の選定に係る調査受入れに応募できる

ためには、その基礎自治体はもとよりその存する広域自治体において 
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も多数の住民が高レベル放射性廃棄物の地層処分に関して理解してい

ることが重要です。このため、当該基礎自治体の生活や産業を支える

住民等の積極的な参画による勉強会活動が活発になされることは勿

論、それが自治体境界を越えて面的に展開されることが重要です。そ

こで、国や自治体はこうした活動のための環境を整備するべきですし、

ＮＵＭＯ及び電気事業者は、面的展開の重要性を踏まえて、これらの

活動に信頼される情報提供を幅広く行うなど、このような住民組織と

の連携により相互理解活動を効果的に推進していくべきです。 

 

（３）処分事業と立地地域の共生 

処分施設の立地は国民全体に利益をもたらすものですから、本委員

会は、利益の衡平性を確保する観点から、処分施設を立地した地域が

発展することを国民を代表する国が応援していくべきものと考えます。 

そこで、経済産業省、ＮＵＭＯ及び電気事業者は、処分施設を立地し

た地域の発展の在り方の多様なモデルを、国民からも広く意見を求め

て検討して参考として提示するなどの工夫を通じて、そうした地域の

発展に国民が関心を有しており、関係者がその取組にパートナーとし

て参加していく意図を有していることを明らかにしていくことも検討

されるべきです。 

 

（４）ＮＵＭＯの機能の充実 

ＮＵＭＯは、高レベル放射性廃棄物の地層処分事業を長期にわたり

安全かつ確実に実施するための組織として設立されました。このよう 

な組織として十分な社会的信頼性、技術開発能力、立地戦略等の企画・ 

立案能力、情報提供・説明能力等を適切にかん養してきているかを評

価し、必要に応じて更なる機能の充実を求めるなど、国は、特定放射

性廃棄物の最終処分に関する基本方針を踏まえて、ＮＵＭＯに対して

適切な指導・監督を行うべきです。 

 

以上 
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用 2 

【ア行】 

ウラン廃棄物 

ウランの濃縮、転換、燃料加工等に伴って発生するウランを含んだ放射性廃棄物。半減

期が極めて長いウラン及びその娘核種（ウランから生成した核種）を含んでいること、放射能

レベルが極めて低い廃棄物が大部分を占めること等の特徴を有している。 

 

【カ行】 

概要調査 

高レベル放射性廃棄物処分施設の立地候補地選定過程の文献調査に続く段階。精密

調査地区を選定するため、文献調査の実施により地震等の自然現象による地層の著しい変

動の生ずるおそれが少ないと考えられた地域内において、最終処分を行おうとする地層及

びその周辺の地層について、ボーリング調査等の方法により、これらの地層及びその地層

内の地下水の状況その他の事項を調査する。  

 

核不拡散 

原子力の平和利用において、核物質やそれに関連する施設が軍事目的に転用されるこ

と等を防止あるいは阻止すること。核物質の平和利用を担保するため、①保障措置、②核

物質防護措置、③NSGガイドラインに基づく原子力関連資機材の輸出管理等が行われてい

る。 

 

ガラス固化体 

ガラス固化体とは、一般に、再処理工程において使用済燃料から有用な資源を回収した

後に発生する液体状の高レベル放射性廃棄物を、ガラス原料とともに高温で溶かし合わせ

てステンレス製の容器（キャニスタ）内に入れて冷やし固めたもの。 

 

管理処分 

放射性核種の濃度が比較的低い低レベル放射性廃棄物は、比較的短い時間経過ととも

に放射性核種が減衰する。放射線防護上の管理も放射性核種の減衰に伴って軽減化する

ことができ、有意な期間内（例えば３００年～４００年程度）に放射線防護上の管理を必要とし

ない段階に至る。このように段階的に管理を軽減し、最終的には管理を必要としない段階ま

で管理する処分の方法を管理処分という。管理処分の方式には、浅地中トレンチ処分、浅

地中ピット処分及び余裕深度処分がある。 

 

クリアランス制度 

原子力利用に伴い発生する廃棄物等の安全かつ合理的な処分及び資源の有効利用を

図るため、原子力施設内で使用した資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度が著しく

低いことを国が確認した場合には、再利用等ができる制度。 
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経済協力開発機構原子力機関（ＯＥＣＤ/ＮＥＡ） 

 〔Organization for Economic Co-operation and Development / Nuclear Energy Agency〕 

原子力平和利用における協力の発展を目的とし、原子力政策、技術に関する意見交換、行

政上・規制上の問題の検討、各国の原子力法の調査及び経済的側面の研究を実施するた

めの国際機関。１９５８年、欧州原子力機関（ＥＮＥＡ）として設立され、１９７２年、我が国が正

式加盟したことに伴い現在の名称に改組された。２００８年５月におけるＮＥＡ加盟国は、２８

か国。 

 

研究所等廃棄物 

原子炉等規制法による規制の下で、試験研究炉などを設置した事業所並びに核燃料物

質などの使用施設などを設置した事業所から発生する放射性廃棄物。試験研究炉の運転

に伴い発生する放射性廃棄物は、原子力発電所から発生する液体や固体の廃棄物と同様

なものである。その他は、核燃料物質などを用いた研究活動に伴って発生する雑固体廃棄

物が主なものである。 

 

原子炉等規制法 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（１９５７年公布）の略称。原

子力基本法の精神にのっとり、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の

設置及び運転等に関する必要な規制等を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関す

る条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制

等を行うことを目的としている。 

 

検認 

廃棄物中に含まれる放射性物質量等の測定結果や評価方法等について、その妥当性を

検査、認定すること。 

 

国際放射線防護委員会（ICRP） 

〔International Commission on Radiological Protection〕 1928年に専門家の立場から放射

線防護の基準を勧告することを目的に、国際放射線医学会の委託によって設立された国際

組織。１９５０年に現在の名称となった。ICRP 勧告は、各国の放射線障害防止に関する規制

の規範として活用されている。ICRPは、主委員会と５つの専門委員会から構成されている。 

 

高レベル放射性廃棄物 

再処理工程において使用済燃料から有用な資源であるウラン、プルトニウム等を回収した

後には、液体状の廃棄物が生じる。この廃棄物は、放射能レベルが高いことから「高レベル

放射性廃棄物」と呼ばれる。高レベル放射性廃棄物は、低レベル放射性廃棄物に比べその

発生量自体は少ないが、放射線管理に一層の注意が必要な半減期の長い核種も比較的

多く含まれるため、長期間にわたり人間環境から隔離する必要がある。日本ではガラスと混

ぜて固化処理している。 
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コンクリートピット処分 

放射性廃棄物を浅地中処分する一つの形態で、地表を掘削した後、コンクリート製の構

造体を設置してその中に廃棄体を定置し、充てん材で固めて一体化した後、覆土する処分

方法。 

 

【サ行】 

最終処分 

地下３００メートル以上の深さの地層において、特定放射性廃棄物及びこれによって汚染

された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全

かつ確実に埋設することにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分すること。  

 

浅地中処分 

最終的な天然バリアの覆土層が数ｍ程度の厚さを持つ浅地層に放射性廃棄物を処分す

る方法である。我が国の場合、低レベルで比較的半減期の短い核種を含む放射性廃棄物

を主対象としている。米国、フランス、イギリス等でもこの方法が行われている。 

 

線量（実効線量） 

体外にある放射線源あるいは体内に摂取された放射性物質から個人が受ける放射線の

影響に着目した量。Ｓｖ（シーベルト）という単位で表される。吸収線量に放射線の種類及び

影響を受ける人体の部位に応じた係数をかけて、放射線の影響という観点で共通の尺度を

与える量。 

 

【タ行】 

地層処分 

人間の生活環境から十分離れた安定な地層中に、適切な人工バリアを構築することによ

り処分の長期的な安定性を確保する処分方法。「地層処分」という用語の「地層」には、地質

学上の堆積岩を指す「地層」と、地質学上は「地層」とみなされない「岩体」が含まれている。 

 

ＴＲＵ核種（超ウラン核種） 

ウラン(92)より原子番号が大きい人工放射性核種（ＴＲＵ（Trans Uranium）核種）。超ウラン

核種には、ネプツニウム-237(Np-237)（半減期：約２１４万年）、プルトニウム-239(Pu-239)

（半減期：約２万４千年）、アメリシウム-241(Am-241)（半減期：約４３０年）等のように半減期が

長く、アルファ線を放出する放射性核種が多い。 

 

長半減期低発熱放射性廃棄物（TRU廃棄物） 

再処理施設やウラン－プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料加工施設等の操業・解体に

伴って発生する低レベル放射性廃棄物で、ウランより原子番号が大きい人工放射性核種（Ｔ

ＲＵ核種）を含む廃棄物。長半減期低発熱放射性廃棄物のうち、ハル等の圧縮体は、発熱
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量が比較的大きく、発生時点で約６０Ｗ/本（２５年後で約４．５Ｗ/本）程度である。一方、高

レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）は、発熱量が固化直後で約２，３００Ｗ/本（５０年後で

約３５０Ｗ/本）程度である。また、長半減期低発熱放射性廃棄物はハル等の圧縮体以外に、

ベータ線核種であるヨウ素-１２９の濃度が比較的高い廃銀吸着材、硝酸塩を含む濃縮廃液

等を固化したもの、不燃性廃棄物等がある。従来の呼称は、ＴＲＵ廃棄物。 

 

電源三法交付金制度 

１９７４年に創設された電源三法（電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法及

び発電用施設周辺地域整備法の総称）に基づき、発電用施設の立地地域である地方公共

団体に対して、交付金を交付する制度。本交付金を活用して当該地域の公共用の施設の

整備、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進すること等により、

地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを

目的としている。 

 

特定放射性廃棄物 

使用済燃料を再処理した後に発生する高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）（第一種

特定放射性廃棄物や、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料や残存物等により汚染さ

れたものとして発生する長半減期低発熱放射性廃棄物（第二種放射性廃棄物）のうち長期

間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるもの）を指す。「特定放射性廃棄物の最終処

分に関する法律」第二条に定義されている。 

 

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 

発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた

使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ

確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環

境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的と

する法律。２０００年公布。 

 

トレンチ処分 

原子炉施設の解体などから発生する極めて放射能レベルの低いコンクリート等の放射性

廃棄物について、コンクリートピットなどの人工構築物を必要としない浅地中処分の方法を

いう。トレンチ（trench）とは「溝（堀、壕）を掘る」、又は「溝、堀」の意味。 

 

【ハ行】 

廃止措置 

運転を停止した原子炉施設の解体、その保有する核燃料物質の運び出し、核燃料物質

による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄その他の必要な措置をするこ

と。 

 



用 6 

ハル 

使用済燃料をせん断して硝酸に溶解した後に溶け残った被覆管の断片。 

 

文献調査 

高レベル放射性廃棄物処分施設の立地候補地選定過程の最初の段階。処分施設の立

地候補地の公募に対する市町村からの応募が行われた後、概ね 2 年で、次の段階である概

要調査地区の選定を目的とし、公開された文献その他資料（記録文書、学術論文、空中写

真、地質図等）に基づき、将来にわたって地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象による

地層の著しい変動の生ずる可能性が高くないか評価するための調査。 

 

併置処分 

高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体）と長半減期低発熱放射性廃棄物を同一のサイト

内に処分する処分方法。 

 

【ヤ行】 

余裕深度処分 

一般的な地下利用に対して十分余裕を持った深度（例：５０～１００ｍ）への処分。対象廃

棄物としては、原子炉施設の炉内構造物、使用済樹脂などが含まれる。 

 

【ラ行】 

リスク・コミュニケーション 

技術は、人間にとって望ましくない事態をもたらす可能性を有する。この事態の深刻さと

可能性の大きさで定義されるのがリスクである。技術の負の側面であるこのリスクの評価や管

理の在り方について、行政や事業者、市民が情報や意見を提示し、求め、議論を行って、

お互いに信頼と理解を深めてそのリスクに対する適切な対処の仕方を決めることに貢献して

いくプロセスを、リスク・コミュニケーションという。 


